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節
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テ
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実
務
の
検
討

第
四
章
協
調
的
行
動
の
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止

第
一
節
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入
に
至
る
ま
で
の
経
過

第
二
節
協
調
的
行
動
の
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容
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論

む
序
l
考
察
の
対
象
と
視
点

我
が
国
の
独
禁
法
は
大
戦
後
、
連
合
軍
最
高
司
令
官
の
覚
え
書
に
端
を
発
し
、
連
合
軍
当
局
(
特
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
)

の
強
力
な
指

導
の
も
と
に
半
ば
強
制
的
に
制
定
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
同
法
は
、
「
私
的
独
占
」
、

「
不
当
な
取
引
制
限
」
、
「
不
公
正
な
競
争
方
法
」
の
諸

規
定
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
基
本
的
な
部
分
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
耳
慣
れ
な
い
外
国
の
法
概
念
の
た
め
に
、

ま
た
我
が
国
に
は
そ
も
そ
も
自
由
主
義
経
済
の
・
時
代
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
独

禁
法
の
精
神
が
理
解
さ
れ
国
民
の
聞
に
定
着
す
る
の
に
は
長
い
時
聞
を
必
要
と
し
た
。
ま
た
法
律
学
の
領
域
に
お
い
て
も
、
独
禁
法
を
中

そ
の
独
自
性
は
当
初
十
分
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

心
と
す
る
経
済
法
の
他
の
法
分
野
と
の
目
的
・
性
格
の
ち
が
い
や
、

よ
う
に
独
立
の
法
分
野
と
し
て
の
経
済
法
の
性
格
づ
け
の
問
題
に
限
ら
ず
、
我
々
は
、
様
々
な
場
面
に
お
い
て
、
経
済
法
(
特
に
独
禁
法
)

の
目
的
や
機
能
に
つ
い
て
の
考
察
を
迫
ら
れ
、
あ
る
い
は
独
禁
法
的
な
解
決
方
法
と
他
の
諸
法
律
に
よ
る
そ
れ
と
の
ち
が
い
に
つ
い
て
の

解
明
を
要
求
さ
れ
る
。
独
禁
法
の
規
定
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
つ
ね
に
こ
の
よ
う
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
た
と
え
ば
、
独
禁
法
違

反
行
為
の
私
法
的
効
果
の
問
題
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
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さ
て
本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
西
ド
イ
ツ
の
競
争
制
限
禁
止
法
に
よ
る
カ
ル
テ
ル
規
制
を
考
察
の
対
象
に
選
ん
だ
。
以
下

そ
の
理
由
を
説
明
す
る
。

西
ド
イ
ツ
も
我
が
国
と
同
じ
く
敗
戦
国
と
し
て
占
領
を
体
験
し
、

そ
の
な
か
か
ら
競
争
制
限
禁
止
法
を
成
立
さ
せ
た
。
個
々
の
点
で
は

異
な
る
に
せ
よ
、

ド
イ
ツ
法
と
独
禁
法
は
反
独
占
・
反
カ
ル
テ
ル
と
い
う
根
本
思
想
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
。
カ
ル
テ
ル
禁
止
に
つ
い
て

ド
イ
ツ
法
に
特
徴
的
な
点
は
、

そ
の
一
条
で
カ
ル
テ
ル
を
「
契
約
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
カ
ル
テ
ル
の
概
念

の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
伝
統
的
な
私
法
的
思
考
方
法
に
よ
っ
て
構
成
す
る
方
向
と
、
競
争
制
限
禁
止
法
の
立
場
か
ら
合
目
的
的
に
構
成
す

る
方
向
と
が
対
立
し
、

こ
れ
が
法
の
運
用
に
も
作
用
を
及
ぼ
し
た
。
こ
れ
は
、

私
法
的
な
接
近
方
法
と
競
争
法
的
な
接
近
方
法
と
の
対
立

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、

(1) 

西
ド
イ
ツ
の
カ
ル
テ
ル
規
制
の
変
遷
は
前
者
を
後
者
が
克
服
し
て
ゆ
く
過
程
に
他
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
順
次
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
法
と
競
争
維
持
を
目
的
と
す
る
法
の
性
格
お
よ
び
問
題
に

戦後西ドイツにおけるカルテノレ規制の変遷

対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
の
相
違
の
一
端
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

、、

以
上
の
説
明
か
ら
本
稿
に
お
け
る
考
察
の
視
点
の
一
つ
が
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
西
ド
イ
ツ
の
カ
ル
テ
ル
規
制
の
展
開
は
、

ま
す
、

私
法
的
な
接
近
方
法
が
い
か
な
る
点
で
競
争
法
の
接
近
方
法
と
対
立
し
た
の
か
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
解
釈
方
法
や
。
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
そ
れ

が
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
眺
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
ド
イ
ツ
経
済
の
変
化
や
そ
れ
に
と
も

な
う
競
争
政
策
の
変
遺
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
が
こ
れ
に
加
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
本
稿
は
、
競
争
制
限
禁
止

カ
ル
テ
ル
規
制
の
歴
史
を
二
つ
に
分
け
る

(
便
宜
上
前
半
を

法
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
十
年
目
を
以
て
、

「
前
期
」

後
半
を
「
後
期
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
。
と
い
う
の
は
西
ド
イ
ツ
で
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
法
が
生
ま
れ
て
十
年
目
が
競
争
政
策
観
の
一
つ
の

転
換
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
競
争
政
策
を
秩
序
政
策
と
考
え
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
政
策
観
が
、

十
年
目
を
迎
え
て
、

イ
ン
フ
レ
や
成
長
率
の
低
下
な
ど
当
時
直
面
し
て
い
た
経
済
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
競
争
政
策
を
投
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説

入
す
る
、

と
い
う
方
向
へ
転
換
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
平
行
し
て
、
法
の
運
用
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
叙
述
の
順
序
を
簡
単
に
示
し
て
お
く
。
ま
ず
第
一
章
で
は
競
争
制
限
禁
止
法
の
制
定
当
初
の
構
想
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

論

つ
ま
り
、
同
法
成
立
の
際
の
思
想
的
・
理
論
的
背
景
を
探
り
な
が
ら
、
同
法
が
い
か
な
る
性
格
の
法
律
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
検
討
す
る
。
第
二
章
は
、
右
で
二
つ
に
分
け
た
時
期
の
前
半
(
前
期
)

に
お
け
る
カ
ル
テ
ル
規
制
の
実
務
を
検
討
し
、

そ
の
問

題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
そ
こ
で
は
最
初
に
指
摘
し
た
よ
う
な
私
法
的
な
考
え
方
と
競
争
制
限
禁
止
法
の
目
的
と
の

対
立
が

(
た
と
え
ば
対
象
説
や
契
約
概
念
の
把
握
に
お
い
て
)
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
章
は
後
期
に
お
け
る
カ
ル
テ
ル
規
制
を
取
り

扱
う
。
ま
ず
前
半
の
部
分
で
は
、

西
ド
イ
ツ
の
経
済
状
況
の
変
化
、

お
よ
び
そ
の
も
と
で
起
こ
っ
た
競
争
政
策
の
転
換
に
つ
い
て
の
説
明

が
な
さ
れ
る
。
続
い
て
後
半
で
は
、
第
二
章
で
指
摘
さ
れ
た
私
法
的
な
接
近
方
法
を
、
法
の
本
来
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
実
務
が
ど
の

よ
う
な
法
解
釈
に
よ
っ
て
打
ち
破
ろ
う
と
し
た
の
か
を
(
情
報
交
換
協
定
や
共
同
販
売
機
関
に
関
す
る
判
例
を
手
が
か
り
に
)
分
析
す
る
。

第
四
章
で
は
、

カ
ル
テ
ル
を
契
約
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
一
条
の
不
備
を
補
う
た
め
に
立
法
の
側
か
ら
な
さ
れ
た
措
置
、
す

な
わ
ち
「
協
調
的
行
動
の
禁
止
」
を
、

そ
の
母
体
た
る

E
E
C
独
禁
法
の
判
例
の
分
析
を
通
じ
て
検
討
す
る
。

な
お
一
言
付
け
加
え
れ
ば
、

西
ド
イ
ツ
法
は
一
条
に
よ
る
カ
ル
テ
ル
禁
止
に
加
え
て
二

J
八
条
で
多
く
の
適
用
除
外
規
定
が
と
り
入
れ

ら
れ
、

こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
濫
用
規
制
主
義
に
服
し
て
い
る
。
西
ド
イ
ツ
の
カ
ル
テ
ル
規
制
問
題
を
広
く
論
ず
る
た
め
に
は
、
適
用
除
外

に
つ
い
て
も
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
問
題
は
別
の
観
点
か
ら
後
日
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

〈
註
)

〈

1
)
た
と
え
ば
商
法
学
者
の
聞
で
は
経
済
法
を
商
法
の
一
部
と
み
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
。
西
原
寛
一
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
(
商
法
講
義

I
)
』
(
昭
一
一
一

一
一
一
〉
一
一
一
良
、
=
一
三
頁
、
大
隅
健
一
郎
『
商
法
総
則
』
ハ
昭
一
三
一
)
五
五
頁
参
照
。

(

2

)

た
と
え
ば
一
九
六
八
年
に
次
の
よ
う
な
三
冊
の
本
が
公
刊
さ
れ
た
。
。
)
N司
M
M
3
L
1
白
雪
、
間
切
さ
え
な
h
w
S
4
ミ
『
白
書
H
a
l
N
W

叉マ恥晶四時

N
R

句、白
h
S
H
R
W
H
h
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同
町
ミ
置
に
♀

z
a
h
S
白詰
¥

h

同
時
速
門

U
Sな
h

h

『
ご
同
白
ミ
冊
目
町
、
崎
町
、

w
F
問
。
-
ロ
-
∞

2
-
F
∞

g
p
沼
田
口
ロ

r
o
P
5
8・(
F
F
)

酬で司

H
S
2
2ユ
ミ
師
、
山
世

¥
h
Sぬ
l

h
h
S
N司言

-Eマ
刊
誌
の
四
認
定
官
官
苫
司
さ
と
号
、
2
F
S円
暑
さ
尋

R
z
h
p
F
ュF
Eユ
n
y
s
g・(
F

E

)

h

p

言

-
E
F
Z
同
局
、
ミ
旬
、
ミ
N
l

忠
君
司
ミ
&
h
s
h
白
宮
崎
号
、

~
W
R
E
H
R
同
旬
、
恐
ミ

R
F
S
E皆
同
町
、
な

-sa-
こ
れ
ら
は
競
争
制
限
禁
止
法
の
十
年
の
実
務
を
(

i

)

実
務
担
当
者

(

H

U

)

法
律
学
者
お
よ
び
経
済
学
者
(
…
m
〉
経
済
界
、
の
側
か
ら
回
顧
し
、
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
将
来
の
あ
る
べ
き
法
運
用
を
提
言
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
年
に
同
じ
目
的
の
本
が
公
表
さ
れ
た
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
社
会
的
市
場
経
済
が
始
ま
っ

て
か
ら
二
十
年
後
、
競
争
制
限
禁
止
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
十
年
後
に
、
過
去
の
問
題
を
洗
い
直
そ
う
と
い
う
動
き
は
す
で
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
O

F
5
9
4〈
色
町
田
ロ
四
・
同
H.

詰
混
同
車

g
h同
止
さ
h

刷
、
安
h

同
民
同
唱
で
さ
争
処
号
、
守
師
、
色
町
民

H
F
問
。

z-回
EE-切
O
ロ
P
富
田
ロ

nrpss-ω
・
申
参
照
。

第
一
章

競
争
制
限
禁
止
法
の
当
初
の
構
想

(到戦後西ドイツにおけるカルテノレ規制の変遷

本
章
の
課
題
は
、

ま
ず
競
争
制
限
禁
止
法
制
定
に
至
る
ま
で
の
経
過
を
概
観
し

(
第
一
節
)
、
次
に
同
法
の
性
格
お
よ
び
目
的
を
明
ら

こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
第
二
章
以
下
で
判
例
を
分
析
す
る
た
め
の
、

(
第
二
節
)

さ
ら
に
第
三
章
に
お
い
て
従
来
の
競
争
政
策

か
に
す
る

観
か
ら
の
転
換
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
予
備
的
作
業
で
あ
り
、
出
発
点
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

第
一
節

成
立
に
至
る
ま
で
の
経
過

ま
ず
競
争
制
限
禁
止
法
(
の
2
2
N
m
m
m
g
当

gzd司
2
Z
σ
g
n
Z宮
宮
ロ
m
g
h
C当
∞
)
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
経
過
を
、

問
題
を
中
心
に
簡
単
に
眺
め
て
み
よ
う
。

カ
ル
テ
ル

ド
イ
ツ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
は
カ
ル
テ
ル
の
助
長
・
育
成
政
策
が
と
ら
れ
、
多
く
の
カ
ル
テ
ル
を
生
み
出
し
、
こ
の
こ
と
が
ド
イ

ツ
に
「
カ
ル
テ
ル
母
国
」
と
い
う
名
称
を
与
え
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
カ
ル
テ
ル
は
、

ド
イ
ツ
経
済
全
体
に
張
り
巡

北法31(2・55)455



説

ら
さ
れ
、

や
が
て
国
家
権
力
と
結
び
つ
い
て
ド
イ
ツ
を
戦
争
へ
と
駆
り
立
て
た
。

論

し
か
し
敗
戦
は
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
経
済
の
体
質
に
一
大
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

後
ド
イ
ツ
の
経
済
処
理
の
基
本
要
項
を
定
め
た
ポ
ツ
、
タ
ム
協
定
が
結
ば
れ
、
そ
の
一
二
条
に
基
づ
き
、
一
九
四
七
年
西
側
戦
勝
国
占
領
地

一
連
の
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
(
軍
政
府
法
)
が
下
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
戦
前
の
計
画
経
済
や
戦
時
経
済
の

一
九
四
五
年
八
月
二
日
に
戦

区
に
お
い
て
、

も
と
で
不
可
避
的
に
生
じ
て
い
た
経
済
権
力
白
体
を
解
体
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
な
か
で
も
ド
イ
ツ
経
済
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
の
は
米
英
軍
政
府
に
よ
り
下
さ
れ
た
軍
政
府
法
部
/
m
m
号
で
あ
る
。
法
印
/
市
号
に
よ
る
経
済
力
解
体
は
次
の
二
つ
の
理
念
に
基
づ

い
て
い
た
。
第
一
に
ド
イ
ツ
の
潜
在
的
戦
争
遂
行
能
力
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
ド
イ
ツ
経
済
を
西
側
戦
勝
国
の
競
争
経
済
に

適
合
す
る
よ
う
に
再
組
織
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
今
述
べ
た
二
つ
の
理
念
は
必
ず
し
も
、
軍
政
府
法
の
実
施
の
な
か
に
反
映
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
の
ド
イ
ツ
の

戦
闘
能
力
の
破
壊
と
い
う
懲
罰
的
性
格
の
強
い
理
念
は

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
解
体
が
不
完
全
な
形
で
し
か
行
な
わ
れ
ず
、

さ
ら
に
東
西
冷
戦

と
い
う
政
治
的
状
況
も
加
わ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
時
の
経
過
と
と
も
に
背
後
に
退
い
て
ゆ
く
。
こ
れ
に
対
し
、

ド
イ
ツ
経
済
の
民
主
的

再
編
成
と
い
う
第
二
の
理
念
の
方
は
、
特
に
ア
メ
リ
カ
軍
政
府
の
強
い
支
持
の
も
と
に
発
展
し
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
経
済
に
大
き
な
足
跡

を
残
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
の
反
ト
ラ
ス
ト
思
想
が
ド
イ
ツ
に
移
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

軍
政
府
法
印
/
祁
号
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。
同
法
は
、

法
」
)
が
示
す
と
お
り
、
経
済
力
の
過
度
集
中
の
排
除
を
、
カ
ル
テ
ル
禁
止
と
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
解
体
と
い
う
二
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
達
成
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。

正
式
の
名
称

〈
「
ド
イ
ツ
経
済
力
の
過
度
集
中
排
除

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
解
体
の
方
は
十
分
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
、

カ
ル
テ
ル
禁
止
は
、

通
貨
改
革
お
よ
び
統
制
撤
廃
に
よ
り
始
ま
っ
た
自
由
経
済
体
制
の
も
と
で
か
な
り
厳
格
に
運
用
さ
れ
た
。
こ
の
傾
向
は
、

一
九
四
九
年
に

北法31(2・56)456



成
立
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
(
西
ド
イ
ツ
)
が
一
九
五
五
年
以
後
軍
政
府
法
を
ド
イ
ツ
法
と
し
て
受
け
入
れ
、
実
施
機
関
が
高
等
弁
務

官
府
(
〉
E
2
5
出
cr叩
開
。
B
5
2即
日
。
ロ
)
か
ら
西
ド
イ
ツ
政
府
に
移
っ
て
か
ら
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
競
争
制
限

禁
止
法
が
成
立
す
る
以
前
に
お
い
て
す
で
に
、
カ
ル
テ
ル
禁
止
の
原
則
は
、
軍
政
府
法
の
積
極
的
運
用
に
よ
り
西
ド
イ
ツ
経
済
に
浸
透
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
、
占
領
政
策
の
一
環
と
し
て
の
軍
政
府
法
に
よ
る
カ
ル
テ
ル
禁
止
の
展
開
と
平
行
し
て
、

西
ド
イ
ツ
で
は

カ
ル
テ
ル
禁
止
、
白
由
競
争
擁
護
の
理
念
に
貫
か
れ
た
独
自
の
法
律
を
制
定
す
る
運
動
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
早
く
か
ら
そ
の

た
め
の
専
門
家
委
員
会
(
ヨ

l
ス
テ
ン
委
員
会
)
が
つ
く
ら
れ
、
す
で
に
一
九
四
六
年
法
案
作
成
作
業
を
開
始
し
て
い
た
。
そ
の
問
、
先

こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
反
独
占
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
過
渡
的
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

(1) 

に
述
べ
た
一
連
の
軍
政
府
法
が
公
布
さ
れ
た
が
、

た
た
め
に
法
案
作
成
作
業
は
影
響
を
う
け
る
こ
と
な
く
続
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
四
九
年
一
二
月
二
九
日
、
占
領
軍
政
府
は
「
カ
ル
テ
ル

戦後西ドイツにおけるカルテノレ規制jの変遷

解
体
へ
の
ド
イ
ツ
の
参
加

(
U
m
E
2
E
吋

2
-
E
r
s
m
g
号
同
肘
E
F
2
5百
四
円
ロ
ロ
ぬ
)
」
と
題
す
る
覚
え
書
き
の
な
か
で
、

ド
イ
ツ
が
ハ
ヴ
ァ
ナ
憲
章
に
従
っ
て
、
取
引
制
限
を
と
も
な
う
カ
ル
テ

カ
ル
テ
ル
規
制

に
関
す
る
権
限
を
ド
イ
ツ
に
移
す
意
図
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、

ル
や
カ
ル
テ
ル
類
似
の
行
動
お
よ
び
結
合
を
禁
止
す
る
た
め
の
法
律
の
草
案
を
作
成
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
の
な
か
で
、

一
九
四
九
年
七
月
五
日
、

ヨ
l
ス
テ
ン
委
員
会
は
、
「
成
果
競
争
確
保
の
た
め
の
法
律

(
の
何
回
開
門

N
N
C円

盟
各
巾
同
ロ
ロ
ぬ
門
同

g
F巴
凹
門
ロ
ロ
ぬ
担
当
2
F
2司巾同
σ凹
)
」
お
よ
び
「
独
占
庁
に
関
す
る
法
律
(
の
2
2
N
岱
ゲ

2
冨
oロ。

3
F百円)」

の
草
案
(
ヨ
i
ス

を
発
表
し
た
。
こ
の
時
の
委
員
会
の
構
成
員
に
は
、
後
に
検
討
さ
れ
る
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
学
派
の
い
わ
ゆ
る
新
自

由
主
義
の
影
響
を
強
く
受
け
た
人
々
が
多
く
、
そ
の
草
案
は
、
例
外
を
ほ
と
ん
ど
認
め
な
い
厳
格
な
カ
ル
テ
ル
禁
止
と
、
カ
ル
テ
ル
に
よ
る

以
外
の
経
済
力
の
所
有
形
態
の
解
体
や
分
割
の
規
定
を
含
ん
で
い
た
。
そ
の
他
に
、
法
の
実
施
機
関
と
し
て
「
独
占
庁

テ
ン
草
案
と
呼
ば
れ
た
)

(冨。ロ
OH)
。
F
S片)」

の
設
置
が
提
案
さ
れ
、

さ
ら
に
こ
の
独
占
庁
に
は
競
争
経
済
を
維
持
・
形
成
す
る
た
め
に
必
要
な
企
業
活
動
へ
の
干
渉
の
権
限
が
大
幅
に
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説

認
め
ら
れ
て
い
た
。

ド
イ
ツ
人
が
作
っ
た
こ
の
最
初
の
草
案
は
、
禁
止
さ
れ
る
べ
き
競
争
制
限
的
な
協
定
に
関
し
て
ハ
ヴ
ァ
ナ
憲
章
が
定
め
た
前
提
(
註

論

を
超
え
て
い
た
こ
と
、

ま
た
解
体
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
に
、

一
九
四
九
年
の
覚
え
書
き
に
よ
り
ド
イ
ツ
に
与
え
ら
れ

経

済

評

議

会

(
9
〉
参
照
)

た
権
限
を
逸
脱
し
て
い
た
こ
と
、

加
え
て
草
案
の
規
制
的
、
介
入
主
義
的
性
格
が
批
判
を
受
け
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

(
d
F
刊
町
g
n
F
R
P
m
H
m
w
H
)

し
か
し
な
が
ら
ヨ

l
ス
テ
ン
草
案
は
そ
の
後
の
草
案
作
成
作
業
に
大
き
な
影

に
提
出
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

響
を
与
え
た
。

ヨ
l
ス
テ
ン
草
案
を
土
台
に
し
て
、
「
新
自
由
主
義
の
知
識
や
要
請
を
現
在
の
市
場
状
況
と
調
和
さ
せ
よ
う

と
す
る
現
実
政
策
的
解
決
の
努
力
」
の
過
程
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
批
判
を
受
け
た
介
入
主
義
的
性
格
を
で
き
る
だ
け
弱
め
、
厳
格

ド
イ
ツ
の
経
済
状
況
に
照
ら
し
て
順
次
適
用
除
外
を
認
め
る
と
い
う
作
業
が
行
な
わ
れ
た
。

そ
の
後
の
草
案
作
成
は
、

な
カ
ル
テ
ル
禁
止
に
対
し
て
は
、

幾
多
の
好
余
曲
折
を
経
て
草
案
は
最
終
的
に
、

一
九
五
一
年
五
月
二
二
日
連
邦
経
済
大
臣
に
よ
り
内
閣
に
提
出
さ
れ
、
同
年
一
一
月
七

日
に
承
認
を
受
け
た
。
そ
の
後
さ
ら
に
高
等
弁
務
官
府
と
の
協
議
を
経
て
、

一
九
五
二
年
五
月
二
日
「
競
争
制
限
禁
止
法
」
草
案
と
し
て

連
邦
参
議
院
(
切
口

E
g
E円
)
に
提
出
さ
れ
た
。
最
終
草
案
は
一
条
で
カ
ル
テ
ル
契
約
の
無
効
を
定
め
、

を
取
り
入
れ
て
い
た
。

二
条
以
下
で
適
用
除
外
規
定
(
不

況

l
、
合
理
化
|
、
輸
出
カ
ル
テ
ル
)

と
こ
ろ
で
、
政
府
草
案
の
一
条
で
は
右
の
よ
う
に
カ
ル
テ
ル
は
契
約
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
成
立
し
た
法
律
に
も
そ
の
ま

ま
受
け
継
が
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
カ
ル
テ
ル
の
私
法
的
権
成
が
後
に
法
の
本
来
の
機
能
を
妨
げ
る
原
因
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
第
二
章

以
下
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
競
争
制
限
禁
止
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
西
ド
イ
ツ
の
国
内
法
で

あ
っ
た
軍
政
府
法
路
/
旬
号
や
そ
の
母
法
で
あ
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
は
、
契
約
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
協
定
や
合
意
を

禁
止
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
人
に
は
十
分
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
現
に
草
案
の
な
か
に
は
か
か
る
構
成
を
と
っ
た
も
の
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も
存
在
し
た
。
カ
ル
テ
ル
の
原
則
的
禁
止
を
貫
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
そ
う
す
る
方
が
論
理
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
カ
ル
テ
ル
「
契
約
や
決
議
」
が
「
無
効
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

シ
ャ

l
マ
ン
法
の
法
概
念
、
た
と
え
ば
共
謀

(8ロ
岳
山
口
広
三
概
念
を
取
り
入
れ
て
競
争
制
限
的
な
企
業
聞
の

結
合
を
広
く
規
制
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
結
果
的
に
は
そ
れ
も
実
を
結
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

特
に
経
済
学
者
か
ら
は
、

ミ
ュ
ラ

l
l
へ
ン
ネ
ベ
ル
ク
(
宮
巴

-R-zgロ叩ゲ叩円
m-
戸
)
は
そ
の
理
由
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
法
の
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
そ
れ

ま
で
の
法
伝
統
と
の
聞
に
根
本
的
な
断
絶
が
起
こ
る
こ
と
に
対
す
る
危
健
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
た
し
か
に
外
国
の
思
想
や
観

念
が
そ
の
ま
ま
ド
イ
ツ
の
法
律
の
な
か
に
侵
入
す
る
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
は
相
当
根
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
ド
イ
ツ
に

は
一
九
一

0
年
代
か
ら
始
ま
る
カ
ル
テ
ル
法
学
の
古
い
伝
統
が
あ
っ
た
。
結
局
、
ド
イ
ツ
人
は
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
リ
ー

(1) 

とフ
にマ

決ン
定(
しじ
たどト
の冨

で B
28h 。
ゃ
フ

レ
ヒ

ト
ノ、

イ
ム

(
明
日
巾
ロ

Z
F
2
5・
]
)

ら
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
カ
ル
テ
ル
法
学
の
成
果
を
受
け
継
ぐ
こ

戦後西ドイツにおけるカルテノレ規制jの変遷

議
会
に
お
け
る
審
議
も
大
い
に
手
間
ど
り
、

一
九
五
七
年
二
月
七
日
の
成
立
を
み
る
ま
で
実
に
五
年
の
歳
月
が
費
や
さ
れ
た
。
そ
れ
は

こ
の
法
律
案
が
か
つ
て
な
い
論
争
を
ド
イ
ツ
圏
内
に
生
ん
だ
た
め
、
議
会
も
競
争
制
限
禁
止
法
の
重
要
性
を
認
め
、
審
議
に
慎
重
を
期

し
、
十
分
な
時
聞
を
か
け
る
よ
う
に
努
め
た
か
ら
で
あ
る
。
草
案
を
め
ぐ
る
論
争
の
な
か
で
も
特
に
言
及
す
べ
き
点
は
、
政
府
草
案
の
基

礎
と
な
っ
て
い
る
カ
ル
テ
ル
の
原
則
禁
止
主
義
に
対
す
る
伝
統
的
な
濫
用
規
制
主
義
か
ら
の
強
い
抵
抗
で
あ
る
。
論
争
は
議
会
の
内
外
で

行
な
わ
れ
、
両
者
の
妥
協
点
を
見
い
出
す
努
力
が
続
け
ら
れ
た
。

一
九
五
七
年
に
成
立
し
た
法
律
は
ま
さ
に
こ
の
政
治
的
妥
協
の
産
物
に
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他
な
ら
な
い
。

そ
の
結
果
を
み
る
と
、

カ
ル
テ
ル
契
約
の
原
則
的
無
効
を
定
め
た
一
条
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
は
原
則
的

禁
止
主
義
者
の
主
張
は
一
応
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
二
条
以
下
で
は
、
政
府
草
案
で
予
定
さ
れ
て
い
た
三
つ
の
適
用
除



説

外
の
他
に
幾
つ
か
の
適
用
除
外
カ
ル
テ
ル
が
加
え
ら
れ
、

さ
ら
に
八
条
で
は
、
全
体
経
済
の
利
益
の
た
め
に
止
む
を
得
な
い
場
合
に
は
連

と
い
う
適
用
除
外
の
一
般
条
項
ま
で
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
法
律
の
運

百命

用
次
第
で
は
、
原
則
的
禁
止
主
義
の
実
質
は
失
な
わ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
濫
用
規
制
主
義
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

い
わ
ば
名
を

北法31(2・60)460

邦
経
済
大
臣
が
カ
ル
テ
ル
を
許
可
で
き
る
、

捨
て
て
実
を
取
っ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
法
律
の
目
的
お
よ
び
性
格
に
つ
い
て
の
検
討
に
入
っ
て
ゆ
こ
う
。

(
註
)

〈

1
)
制
定
過
程
の
叙
述
に
あ
た
っ
て
は
次
の
も
の
を
参
考
に
し
た
。
。

E
H
0
3
何
Z
H
r
m
H子
何
ロ

gz巳
o
Z
E
P
E
E
n
Y
3
0
2
2
N
g
m
o問
。
ロ
巧

02h

ゲ
宣
言
門
ゲ

mZω
口
町
田
口

r
E
m
o
p
君
、
定
事
、
呂
町
了
口
一

F
E
r
r
-
O田
君
主
子
宮
町
司
同
H
H
F

同
E
S
h
b同
師
円
マ
雪
雲
夕
刊
・
問
。
-
P
一∞

2
-
E
S
E
-
競
争
制
限

禁
止
法
政
府
草
案
理
白
書
、
経
済
政
策
委
員
会
報
告
苫
(
共
に
出
典
に
つ
い
て
は
第
二
節
二
、
註
(

1

)

参
照
)
、
ェ
ア
ハ
ル
ト
・
脊
良
訳
『
社
会
的
市

場
経
済
の
勝
利
』
(
昭
三
五
)
一
八
六
頁
以
下
。

(

2

)

「
ド
イ
ツ
経
済
は
、
特
に
カ
ル
テ
ル
、
シ

γ
ク
ケ

l
ト
、
ト
ラ
ス
ト
お
よ
び
そ
の
他
の
独
占
的
結
合
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
現
在
の
過
度
経
済
力
集
中
の

排
除
を
目
的
と
し
て
、
可
能
な
限
り
早
い
時
期
に
解
体
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
(
関
R
R
P
同
・
同
・
。

e
!序
註

(
2
〉

ω・
お
よ
り
引
用
)

〈

3
)
米
英
占
領
地
区
に
お
い
て
は
二
月
一
一
一
日
に
「
軍
政
府
法
部
/
初
号
・
ド
イ
ツ
の
経
済
力
の
過
度
集
中
排
除
法
(
玄

m
o
Z円
-
E
¥〈
。

Z
戸
吋
∞
い

ぐ

2
r
D同
《
目
。
門
出

ro同
日
間
恩
問
。
口
問
。
ロ

N
B
R
E
S
L
O
E
Z口
宮
内
名
古

ω与
え
z
r
E
P
)」
が
、
仏
占
領
地
区
で
は
六
月
九
日
に
「
軍
政
府
命
令
%
号
・
ド

イ
ツ
経
済
に
お
け
る
過
度
権
力
集
中
排
除
命
令
(
〈
。

Z
吋
・
宰
い

N
E
〈
2
Eロ
L
O
Eロ
四
回
ゲ

2
B出
盟
関

2
宮

R
E
S
E
E
Pロ
m

E
《
片
岡
仏

O
E
R
Zロ

ぎ
E
E
E
P
)」
が
発
効
し
た
。
日
/
市
号
の
条
文
は

F
O
Eロ
F

F
印・

0
・-ω
・
∞
官
民
・
参
照
。

〈

4
〉
同
法
前
文
。
「
本
法
は
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
一
二
条
に
従
っ
て
、
次
の
目
的
の
た
め
に
公
布
さ
れ
る
。

(
I
〉
ド
イ
ツ
が
隣
国
の
安
全
を
危
険
に
陥
れ
、
再
び
国
際
平
和
を
お
び
や
か
す
こ
と
を
防
止
す
る
。

(

E

)

ド
イ
ツ
の
経
済
上
の
戦
争
遂
行
能
力
を
破
壊
す
る
。

(
直
)
ド
イ
ツ
の
再
建
の
た
め
に
と
ら
れ
る
措
置
が
、
平
和
的
か
つ
民
主
的
目
的
と
合
致
す
る
よ
う
に
保
障
す
る
。

(

W

)

健
全
で
民
主
的
な
ド
イ
ツ
経
済
の
構
造
の
基
礎
を
創
出
す
る
o
」



(1) 

(
5
〉
回
以

r
g
g
n
r
F
巧
O
]
『
岡
田
口
阻
噌
引
で
同

H
S
S司込

gh均
官
官
」
問
、
ミ
凡
町
、
w
町
、
同
町
内

F
H
a忌
RHF
呂
田
ロ
円

}
H
o
p
s
g
-
ω
-
H
M叶
・
高
橋
岩
和
「
戦
後
西
ド
イ
ツ
に

お
け
る
過
度
経
済
力
集
中
排
除
政
策
と
法
」
早
稲
田
法
学
会
誌
二
八
巻
二

O
一
一
員
、
特
に
二
四

O
真。

(

6

)

法
印
/
活
号
は
、
そ
の
一
条
一
号
に
お
い
て
「
経
済
力
の
過
度
集
中
」
を
禁
止
、
排
除
す
る
旨
を
定
め
、
そ
の
よ
う
な
「
集
中
」
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
、
ま
ず
同
条
二
号
に
お
い
て
、

「
カ
ル
テ
ル
、
利
益
共
同
体
、
ジ

γ
ジ
ケ
l
ト
、
ト
ラ
ス
ト
、
結
合
、
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
協
定
あ
る
い
は
人
の
共
同
事
業
で
あ
っ

て
、
そ
の
日
的
あ
る
い
は
効
果
が
、
国
内
な
い
し
外
国
取
引
も
し
く
は
そ
の
他
の
経
済
活
動
の
制
限
、
又
は
こ
れ
ら
に
対
す
る
独
占
的
支
配
の
促
進
、
又

、
、
、
、
、

は
関
内
な
い
し
は
外
国
市
場
へ
の
参
入
の
制
限
に
あ
る
も
の
は
、
本
法
の
適
用
地
域
に
お
い
て
は
過
度
経
済
力
集
中
と
み
な
さ
れ
る
よ
ハ
傍
点
筆
者
)

、
、
、

と
定
め
、
さ
ら
に
同
条
三
号
で
は
、
一
万
人
以
上
の
従
業
員
を
使
用
し
て
い
る
企
業
は
右
の
よ
う
な
「
集
中
」
に
該
当
す
る
こ
と
の
一
応
の
(
司
ユ
ヨ
担

、
、

守
口
広
)
推
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
か
ら
、
カ
ル
テ
ル
に
代
表
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
協
定
の
禁
止
(
カ
ル
テ
ル
禁
止
)

と
、
ト
ラ
ス
ト
な
ど
の
よ
う
な
、
こ
と
ば
の
文
字
ど
お
り
の
窓
味
で
の
経
済
力
の
集
中
休
の
解
体
(
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
解
体
、
三
号
に
よ
る
規
制
は
す
べ
て

こ
れ
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
)
と
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

7

)

高
橋
・
前
掲
論
文
二
二
四
頁
以
下
。

ハ
8
)
問
符
巾
ロ
宮
口

ra・
m-m・
o・-∞
-
H
N
吋
・
エ
ア
ハ
ル
ト
『
前
掲
書
』
一
八
八
頁
。

ハ
9
〉
コ
九
凶
八
年
三
月
二
凶
日
の
国
際
取
引
機
構
設
立
の
た
め
の
ハ
ヴ
ァ
ナ
窓
章
(
出

E
S中
(
い

yag)」
。
戦
後
の
悶
際
取
引
体
制
の
基
礎
を
つ
く
る
た
め

に
、
関
連
の
経
済
社
会
理
事
会
の
提
唱
に
よ
り
ハ
ヴ
ァ
ナ
で
関
か
れ
た
世
界
貿
易
会
議
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
。
そ
の
第
五
章
が
競
争
法
に
関
す
る
規
定

を
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
四
六
条
第
一
号
で
は
、

「
す
べ
て
の
構
成
国
は
、
私
企
業
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
公
企
業
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
国
際
取
引
に
お
け
る
競
争

を
制
限
し
、
市
場
参
入
を
妨
げ
又
は
独
占
的
支
配
を
促
進
す
る
取
引
慣
行
が
、
生
産
あ
る
い
は
取
引
の
発
展
に
有
害
な
効
果
を
与
え
か
っ
第
一
条
に
列
挙

さ
れ
て
い
る
目
的
の
い
ず
れ
か
の
達
成
を
妨
害
す
る
場
合
に
は
常
に
こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
の
然
る
べ
き
措
置
を
と
り
当
機
構
(
国
際
貿
易
機
構

(
I
T

O
)
・
筆
者
)
と
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
レ
」

と
さ
れ
て
い
る
ハ
原
文
は
引
で
と
司
区
巴
ぜ
ぽ
土
・
)
。

ハ
山
山
)
委
員
長
に
ヨ

l
ス
テ
ン

C
C伊
丹

2
・

35-)
を
擁
し
、
パ
ウ
ア

l
a
g
p
君
主
百
)
、
ベ

l
ム

(Erg-TSN)、
ブ
ィ
ツ
ジ
ャ

l
q
u
n
z
p
(
U
R
C、

ケ
ツ
ベ
ル

(
5
3
m
]
¥
5
5
0
}豆
、
ク
ロ
ム
バ
ル
ト

(Foszap
ヨ
-EB)、
プ
ィ
ス
タ

l
q
P
5・
F
E
E
E
)
の
国
々
で
構
成
さ
れ
て
い
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戦後四ドイツにおけるカノレテノレ規制lの変遺



説

た。

(
江
)
経
済
政
策
委
員
会
報
告
書
(
第
二
節
二
註
〈
1

)

)

に
よ
る
と
「
成
果
競
争
法
」
で
は
独
占
庁
の
権
限
と
し
て
概
ね
次
の
よ
う
な
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

L
た川
円
極
め
て
例
外
的
な
場
合
に
の
み
独
占
庁
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
適
用
除
外
を
除
く
カ
ル
テ
ル
の
禁
止

仙
川
カ
ル
テ
ル
的
性
絡
を
も
た
な
い
経
済
力
の
保
持
者
ハ
個
別
企
業
や
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
)
の
解
体
や
分
割

例
経
済
力
の
保
持
者
に
対
し
て
課
す
こ
と
の
で
き
る
負
担
(
価
格
設
定
、
契
約
強
制
、
経
営
外
の
目
的
で
の
処
分
の
禁
止
等
)

ω
競
争
促
進
の
た
め
の
措
置
(
労
使
共
同
体
、
強
制
ラ
イ
セ

γ
見
、
広
告
に
つ
い
て
の
指
針
〉

そ
の
ほ
か
、
独
占
庁
の
設
置
に
関
す
る
定
め
お
よ
び
法
違
反
に
対
す
る
厳
し
い
罰
則
に
関
す
る
定
め
が
あ
っ
た
。
競
争
秩
序
の
貫
徹
の
た
め
に
独
占
庁
に

与
え
ら
れ
た
権
限
は
半
ば
無
制
限
で
あ
っ
た
(
報
告
書
、
第
二
節
二
註

(
1
)
ω
・
戸
呂
ご
。
カ
ル
テ
ル
禁
止
に
つ
い
て
は
そ
の
七
条
に
お
い
て
、

「
競
争
の
制
限
に
よ
っ
て
市
場
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
結
合
を
企
図
す
る
義
務
は
:
・
独
占
庁
が
明
白
に
例
外
を
認
め
な
い
限
り
、
法
的
に
有
効
な
も

の
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

(
F
2巳
円

}
Y
F
F
0
・
ω・
臼
ω
よ
り
引
用
)

と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
「
独
占
庁
法
」
に
つ
い
て
は

F
2ユ円
}
f
p
p
。・

ω・
巴
ω
i
印
に
参
照
。

ハ
ロ
〉
米
英
統
合
地
区
(
米
、
英
両
占
領
地
区
は
一
九
四
七
年
一
月
統
合
さ
れ
た
)
に
お
い
て
一
九
四
七
年
五
月
に
設
置
さ
れ
た
ド
イ
ツ
側
の
機
関
。
統
合
地

区
八
州
か
ら
選
出
さ
れ
る
五
四
人
の
議
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
実
質
的
に
は
統
合
地
区
の
議
会
の
機
能
を
果
た
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
執
行
機
関
と
し
て

「
執
行
委
員
会
(
何

Hor三
宮
E
g
n
y
E
Oど
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
が
の
ち
に
連
邦
政
府
に
発
展
す
る
。
出
水
宏
-
『
戦
後
ド
イ
ツ
経
済
史
』
(
昭
五
三
)
四

七
頁
。
な
お
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
成
立
後
は
草
案
作
成
の
権
限
は
経
済
評
議
会
か
ら
連
邦
に
移
っ
た
。

(
日
)
の
口
E
F
2・
F
目・。・・

ω・
2
・

(

M

)

そ
の
ほ
か
に
カ
ル
テ
ル
禁
止
規
定
自
体
を
緩
和
す
る
試
み
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
同
じ
一
九
四
九
年
に
出
さ
れ
た
第
二
次
草
案
(
当
時
の
経
済
行
政
庁

の
カ
ル
テ
ル
問
題
担
当
官
で
あ
っ
た
ギ
ュ
ン
タ
ー
に
よ
り
起
草
さ
れ
た
)
は
、
三
月
二
九
日
の
覚
え
書
き
の
要
請
に
合
う
よ
う
に
カ
ル
テ
ル
禁
止
を
次
の

よ
う
に
改
め
て
い
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
合
意
(
〉
宮
官
2
7
0
)

お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
共
通
の
共
同
行
為

(
N
g
m
S
E
E
d
-同
r
g
)
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
あ
る
い
は
効
果
が

競
争
の
実
質
的
制
限
ハ
競
争
の
拘
束
)
に
あ
る
も
の
は
禁
止
さ
れ
る
」
(
傍
点
・
筆
者
)

こ
の
草
案
は
、
一
般
的
な
カ
ル
テ
ル
禁
止
を
、
「
実
質
的
な
競
争
制
限

Z
g
g
E
n
Z
当
m片手
2
2円
Z
Z
R
Z皆
r
g
m
)」
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

論
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噌

i(
 

て
緩
和
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
実
質
的
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
が
あ
い
ま
い
な
た
め
法
の
基
準
と
し
て
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
反
対
に
会
っ
て
、
結
局
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
(
経
済
政
策
委
員
会
報
告
書
に
よ
る
U

の
国
三
宮
ア
陪
-
F
。・・

ω
臼
も
参
照
〉
。

(
お
)
政
府
草
案
の
テ
キ
ス
ト
は
司
て
と
て
忌
巴
・

ι
ω
N
・

(
日
山
)
註

(
M
〉
参
照
。

ハ
♂
広
三
戸

F
出

2
5
Fぷ
百
円

7
4
E
F
C
Mめ
た
魚
崎
俗
語
認
定
号
言
、
守
的
守

E円
F
E苫
Fgh叫
S
同
。
苦
室
内
ミ
号
ハ
以
下

P
3
3師
円
吉

-
E
E室
苦

SHas-

H
-
K
戸口町---阿内町一口-∞

2-5.
同由印∞
"ω
・J
可印
l
叶吋・

(

叩

凶

)

何

r
oロ
ι
m
T
ω
・
吋
印
同
・
ま
た
シ
ャ
l
マ
ン
法
の
概
念
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
の
行
動
が
必
要
以
上
の
介
入
を
受
け
、
そ
の
た
め
に
法
的
安
定

性
が
害
さ
れ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

(

m

)

戦
前
の
カ
ル
テ
ル
法
学
(
特
に
カ
ル
テ
ル
概
念
を
め
ぐ
る
)
の
展
開
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
は
戸
ロ
ロ
w
o
p
河
邑
。
戸
同
)
旬
、
同
町
民
ミ
丘
町
宅
問
、
守
b
h
J
U
E

同
町
白
、
同
時
同
町
白
な
て
町
、
マ
白
白
崎
遣
な
み
宮
崎
認
さ
込
町
、
』
『
官
、
暗
唱
戸
玄
位
ロ
ロ

}
M
O
P
5
8・
ω・
8
R・
Q
-
叶
，
目
己
)
お
よ
び
ヨ
r
oロ仲間
n
r冊
子

F

白・

0
・・

ω
-
S
F
ω
・

5
u
R
大
隅
健
一
郎
『
企
業
ム
口
同
法
の
研
究
』
(
昭
一

O
)
二
頁
以
下
、
リ

l
ア
マ
ン
・
竹
内
謙
二
解
説
『
企
業
組
織
論
』
(
昭
一
一
〉
。
カ
ル
テ
ル
概
念

法
学
は
一
九
二
三
年
の
経
済
力
濫
用
取
締
令
〈
い
わ
ゆ
る
カ
ル
テ
ル
令
)
の
も
と
で
頂
点
に
達
し
た
。
当
時
の
判
例
や
学
説
の
支
配
的
見
解
は
、
カ
ル
テ

ル
は
民
法
上
の
組
合
契
約
、
あ
る
い
は
組
合
契
約
類
似
の
契
約
と
み
な
し
て
い
た
。
こ
の
理
解
は
戦
後
の
競
争
制
限
禁
止
法
一
条
に
も
そ
の
ま
ま
受
け
継

が
れ
て
い
る
。

(
初
)
政
府
草
案
理
白
書
に
も
そ
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
(
第
二
節
二
|
註
(

1

)

引
用
の
の
司
吉
町
宮
的
忌
ミ
-
な
ぎ
遣
選
時
高
官
、
・

ω・
5
足)。

(
氾
)
原
則
的
禁
止
主
義
を
主
張
し
た
の
は
草
案
作
成
の
責
任
者
で
あ
る
経
済
大
何
回
エ
ア
ハ
ル
ト
を
中
心
と
す
る
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
学
派
の
人
々
で
あ
り
、
他
方

濫
用
規
制
主
義
に
与
し
た
の
は
ま
ず
経
済
界
(
と
く
に
ド
イ
ツ
産
業
連
盟

(
B
D
I
)
)
で
あ
り
、
-
部
の
経
済
学
者
お
よ
び
法
律
学
者
(
有
名
な
の
が

イ
ザ
イ

(
H
S
M
〉
河
口
仏
o
-
O
で
あ
る
)
で
あ
っ
た
。
カ
ル
テ
ル
を
原
則
的
に
禁
止
す
る
か
、
濫
用
の
み
を
取
り
締
る
べ
き
か
と
い
う
こ
の
問
題
は
、
マ
ス

コ
ミ
や
学
界
を
賑
わ
せ
た
。
君
、
宮
司

5
2・
H
H
∞
に
同
法
に
対
す
る
マ
ス
コ
ミ
界
の
反
応
が
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
法
学
者
の
聞
で
の
論
争
で
は

イ
ザ
イ
と
ベ

l
ム
、
ニ
ヅ
パ
ダ
イ

(
Z
G官
E
4・
出
・
。
・
)
、
一
プ
ッ
シ
ュ

(mg口
F
出
向
。
-
L
)

ら
に
よ
る
そ
れ
が
有
名
で
あ
る
(
司

R
S
J
gド
ω
N
H
U

忌
巴
-
A
B吋
U
S
E
-
u
s
u
s
E
-
印
印
叶
)
。
ま
た
政
府
と
ド
イ
ツ
産
業
連
盟
の
間
で
繰
り
返
さ
れ
た
調
整
作
業
を
物
語
る
の
は
、
エ
ア
ハ
ル
ト
と
時
の

B
D

l
の
会
長
ベ
ル
ク

(
F
G
-
F
5
)
の
聞
で
交
さ
れ
た
往
復
書
簡
で
あ
る
(
司
て
と
て
忌
印

N
-
a
Y
8
3
0
エ
ア
ハ
ル
ト
の
ベ
ル
ク
宛
の
書
簡
は
エ
ア
ハ
ル

ト
・
河
原
因
健
雄
訳
『
ド
イ
ツ
の
経
済
政
策
』
七
九
頁
以
下
参
照
。
そ
の
な
か
で
産
業
界
が
反
対
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て
レ
る
こ
と
は
、
ハ
i
〉
同
法
が
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λ
J
r
u
 
--AZムu

戦
争
中
か
ら
ド
イ
ツ
経
済
を
ナ
チ
の
手
先
と
し
て
敵
制
し
て
き
た
連
合
軍
に
よ
り
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
(
一
日
)
同
法
が
完
全
競
争
と
い
う

市
場
モ
デ
ル
に
依
拠
し
た
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、

cm〉
カ
ル
テ
ル
自
体
に
対
す
る
評
価
の
ち
が
い
、
つ
ま
り
カ
ル
テ
ル
は
必
ず
し
も
市
場
に
弊

百
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
、

(
-
W
)

ド
イ
ツ
が
唯
一
一
国
禁
止
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
は
来
た
る
べ
き
欧
州
統
合
の
実
現
に
と
っ
て
妨
げ
と
な
る
(
他
の
加
盟

凶
は
滋
則
規
制
主
義
)
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
理
由
は
草
案
に
反
対
す
る
者
に
等
し
く
み
ら
れ
る
。
た
だ
書
簡
で
は
原
則
的
禁
止
か
濫
用
規
制
か
と

い
う
形
で
の
問
題
を
こ
え
て
お
互
い
に
歩
み
寄
り
の
態
度
を
み
せ
て
い
る
。
な
お
エ
ア
ハ
ル
ト
・
菅
良
訳
『
社
会
市
場
経
済
の
勝
利
』
二

O
四

l
五
頁
参

照
。
そ
の
後
一
九
五
一
一
一
年
に
ベ
ル
ク
の
提
案
で
、
両
者
の
主
張
の
一
致
点
を
見
い
出
す
た
め
に
専
門
家
(
連
邦
経
済
省
、
司
法
省
、
産
業
連
盟
の
代
表
者
)

に
よ
る
研
究
グ
ル
ー
プ

H
「
カ
ル
テ
ル
法
研
究
グ
ル
ー
プ
(
〉
円

g
x
m
r
B
U
同

R
Z
-
K
2
2
N
)」
が
作
ら
れ
、
審
議
の
結
果
と
し
て
草
案
の
修
正
案
を
提

出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
カ
ル
テ
ル
禁
止
の
規
定
は
削
除
さ
れ
て
い
な
い

3
2
Z
ア
司
宮
司

S
E
-
芯∞)。

論

第
二
節

競
争
制
限
禁
止
法
の
目
的
お
よ
び
性
格

こ
こ
で
は
、
競
争
制
限
禁
止
法
を
成
立
に
至
ら
し
め
た
理
論
的
、
思
想
的
背
景
を
た
ど
り
な
が
ら
、
同
法
の
目
的
と
性
格
を
明
ら
か
に

す
る
。競
争
制
限
禁
止
法
を
成
立
さ
せ
た
要
問
の
一
つ
に
は
軍
政
府
法
の
運
用
や
そ
の
母
法
と
も
い
う
べ
き
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
研
究
を
通
じ
た

ア
メ
リ
カ
の
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
怨
像
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
占
領
に
よ
る
い
わ
ば
外
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
軍
政
府
法
を
後
に
ド
イ
ツ
の
法
律
と
し
て
受
け
い
れ
る
と
い
う
現
象

が
起
こ
っ
た
の
は
、

そ
れ
が
対
応
す
る
自
国
の
法
律
が
で
き
る
ま
で
の
暫
定
的
な
措
置
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
す
で
に
当
時
ド
イ
ツ
人
の

間
に
も
反
カ
ル
テ
ル
・
反
独
占
の
思
想
が
育
ち
、
継
受
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
精
神
的
土
壌
が
形
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
い
わ
ゆ
る
オ
イ
ケ
ン
(
何
日
宮
P
唱
え
SH)
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
学
派
の
主
張
す
る
新
自
由

主
義

(Zg-FZE--mB5)
で
あ
っ
た
。
新
自
由
主
義
は
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
経
済
政
策
に
理
論
的
基
礎
を
与
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
践

に
お
い
て
は
、
後
の
経
済
大
臣
エ
ア
ハ
ル
ト
(
何
岳
民
仏

-rLim)
の
指
導
下
に
「
社
会
的
市
場
経
済
」
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
た
。
ま
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た
競
争
制
限
禁
止
法
の
制
定
の
際
に
も
、

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
達
は
草
案
作
成
の
段
階
か
ら
国
会
の
審
議
に
至
る
ま
で
終
始
関
与
し
、
推

進
者
の
役
割
を
果
た
し
た
。

し
た
が
っ
て
同
法
の
目
的
を
追
求
す
る
前
に
、
新
自
由
主
義
の
思
想
お
よ
び
そ
の
経
済
政
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

-
噌

11
 

(
註
)

(

1

)

経
済
政
策
委
員
会
報
告
書
で
も
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
影
響
に
つ
い
て
、
一
節
を
さ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
特
に
水
平
的
競
争
制
限
ハ
カ
ル
テ
ル
〉
を
原

則
的
に
違
法
祝
す
る
傾
向
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
他
の
い
か
な
る
要
素
よ
り
も
強
く
ド
イ
ツ
法
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
(
第
二
節
二
、
註
(

1

)

引
用
文
献

ω・
ロ
弓
〉
。

(

2

)

エ
ア
ハ
ル
ト
の
社
会
的
市
場
経
済
に
つ
い
て
は
、
彼
の
手
に
な
る
次
の
著
書
が
あ
る
。
エ
ア
ハ
ル
ト
・
菅
良
訳
『
ド
イ
ツ
経
済
の
奇
跡
』
(
昭
コ
一
三
〉

(
以
下
『
奇
跡
』
)
、
同
・
河
原
田
健
雄
訳
『
ド
イ
ツ
の
経
済
政
策
』
(
昭
三
七
)
(
以
下
『
政
策
』
)
、
同
・
菅
良
訳
『
社
会
的
市
場
経
済
の
勝
利
』
(
昭
三
五
)

(
以
下
『
勝
利
』
)
。
他
に
カ
ル
ロ
・
メ
ッ
テ
リ
・
向
坂
、
塚
本
訳
『
西
ド
イ
ツ
経
済
の
光
と
影

l
ェ
ア
ハ
ル
ト
の
実
験
と
成
果
』
ハ
昭
一
二
八
V

o

J

一
般
に
新

自
由
主
義
は
社
会
的
市
場
経
済
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
が
、
「
両
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
。
『
社
会
的
市
場
経
済
』
と
は
同

じ
く
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
一
人
ミ
ュ
ラ

1
1
ア
ル
マ
ッ
ク
(
宮
巴

-
R・
〉
口
足
お
F
〉
・
)
の
造
語
さ
は
ら
る
が
、
こ
れ
は
新
自
由
主
義
の
西
ド
イ
ツ
で

、、

の
一
つ
の
実
践
的
展
開
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
(
野
尻
武
敏
編
『
現
代
の
経
済
体
制
思
想
』
一
二
八
頁
)
。

戦後西ドイツにおけるカノレテノレ規制の変遷

て
新
自
由
主
義
の
思
想

西
ド
イ
ツ
の
新
自
由
主
義
に
つ
い
て
は
我
が
国
で
も
、
経
済
政
策
や
経
済
制
度
論
の
観
点
か
ら
の
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
ま
た
当
然
の

こ
と
で
あ
る
が
、

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
達
の
思
想
が
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
詳
細
な
点
に
つ
い
て
は
右

の
諸
研
究
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
特
に
影
響
力
の
強
か
っ
た
オ
イ
ケ
ン
を
中
心
に
彼
ら
の
思
想
の

ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
示
す
に
と
ど
め
る
。
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説

先
ず
新
自
由
主
義
に
共
通
な
点
は
、
古
典
的
な
自
由
放
任
主
義
の
市
場
経
済
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
自
由
放
任
経
済
の
も
と
で
は
、

経
済
主
体
に
よ
る
私
益
の
追
求
が
、
見
え
ざ
る
手
に
導
か
れ
て
最
終
的
に
は
公
共
の
利
益
に
寄
与
す
る
と
い
う
理
念
が
支
配
し
て
い
た
。

そ
こ
で
は
市
場
経
済
は
い
わ
ば
「
自
然
的
に
生
成
展
開
す
る
過
程
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
国
家
は
そ
れ
に
干
渉
す
べ
き
で
は
な
い
と
考

論

え
ら
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
新
自
由
主
義
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
そ
の
よ
う
な
自
動
調
和
と
い
う
誤
っ
た
信
仰
に
も
と
づ
く
自
由
放
任
主
義
は
、

私
的
な
経
済
力
や
独
占
を
生
み
、
逆
に
個
人
の
不
自
由
を
も
た
ら
す
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
商
品
の
質
の
悪
化
や
消
費
者
の
地
位
の
低
下
を

も
た
ら
し
国
民
経
済
全
体
の
発
展
を
阻
害
す
る
。

そ
れ
が
市
場
経
済
体
制
と
比
べ
て
経
済
効
率
の
点
で
劣
り
、

公
的
集
中
へ
の
転
化
に
よ
っ
て
個
人
の
自
由
を
排
除
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
攻
撃
す
る
。

次
に
新
自
由
主
義
は
中
央
管
理
経
済
に
対
し
て
も
、

さ
ら
に
私
的
集
中
の

以
上
の
批
判
は
新
自
由
主
義
を
、
自
由
放
任
経
済
や
中
央
管
理
経
済
と
は
別
の
方
向
に
進
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
。
新
た
な
方
向
の
基
礎

に
あ
る
も
の
は
、
市
場
経
済
や
自
由
競
争
経
済
は
自
ら
生
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
意
識
的
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
認

識
で
あ
る
。
オ
イ
ケ
ン
は
こ
の
新
た
な
方
向
を
「
競
争
秩
序
(
君
民
手

2『
2
Z
2含
ロ
ロ
m)」
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
こ
の

「
競
争
秩
序
」
を

形
成
す
る
の
は
国
家
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
国
家
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
自
由
な
競
争
秩
序
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
の
法
的
お
よ
び

経
済
的
枠
条
件
の
整
備
に
限
ら
れ
る

(
い
わ
ゆ
る
「
秩
序
政
策

(
O
Eロ
ロ
ロ
哲
吉
宮
持
)
」
)
。
競
争
制
限
禁
止
法
は
そ
の
よ
う
な
法
的
枠
条

件
の
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
景
気
政
策
や
一
雇
傭
政
策
の
よ
う
な
日
々
の
経
済
の
流
れ
に
対

す
る
政
策
(
い
わ
ゆ
る
「
経
過
政
策
(
〉
E
由民
4
0
E
g」
)
は
、
国
家
は
で
き
る
限
り
こ
れ
を
控
え
る
べ
き
で
あ
る
。
仮
に
な
さ
れ
る
と

(
「
市
場
整
合
性
の
原
則
」
)
。

し
て
も
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
を
阻
害
し
な
い
、
主
と
し
て
間
接
的
な
政
策
に
止
ま
る
べ
き
で
あ
る

以
上
が
新
自
由
主
義
の

(
経
済
政
策
面
で
の
)
思
想
の
骨
子
で
あ
る
。
説
明
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
新
自
由
主
義
が
求
め
る
経
済
秩
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序
は
古
典
的
自
由
主
義
が
求
め
る
も
の
と
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
国
家
が
意
識
的
に
形
成
す
る
こ
と
を
要
求
し
た

点
に
古
典
的
自
由
主
義
と
の
重
要
な
差
異
が
あ
る
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
学
派
の
思
想
が
「
新
(
ロ

gl)」
と
呼
ば
れ
た
ゆ
え
ん
も
そ
こ
に
あ
る
。

た
だ
、
競
争
秩
序
の
枠
条
件
を
形
成
す
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
た
め
に
は
か
な
り
強
力
な
国
家
施
策
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
新
自
由
主
義
の
思
想
が
現
実
の
経
済
政
策
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
実
現
さ
れ
る
場
合
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
必
要
以
上
に
国
家
介
入
主
義

に
陥
る
お
そ
れ
が
出
て
く
る
。
こ
の
意
味
で
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
に
よ
る
先
の
ヨ

l
ス
テ
ン
草
案
は
彼
ら
の
思
想
が
非
常
に
強
く
打
ち

出
さ
れ
た
試
案
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

4
よ(
 

そ
し
て
次
に
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
自
由
主
義
の
特
徴
は
、
個
人
の
自
由
、
あ
る
い
は
競
争
の
自
由
へ
の
強
い
要
求
で

あ
る
。
つ
ま
り
市
場
経
済
の
根
幹
で
あ
る
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
有
効
に
機
能
し
、
良
好
な
経
済
成
果
が
達
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
何

よ
り
も
企
業
家
が
市
場
に
お
い
て
自
由
に
行
動
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
認
識
で
あ
る
。

戦後西ドイツにおけるカノレテノレ規制の変遷

フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
学
派
の
活
動
は
す
で
に
一
九
二

0
年
代
か
ら
起
こ
り
、

ナ
チ
ス
の
圧
政
下
で
生
き
延
び
た
。
彼
ら
を
し
て
こ
の
よ
う
な

深
い
自
由
の
信
仰
へ
と
走
ら
せ
た
の
は
、
一
ニ

0
年
代
に
お
い
て
目
の
当
た
り
に
見
た
戦
時
経
済
・
計
画
経
済
に
よ
る
ド
イ
ツ
経
済
の
荒
廃

そ
の
も
と
で
の
人
間
の
自
由
の
抑
圧
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
最
後
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
新
自
由
主
義

は
、
経
済
政
策
上
の
主
張
を
超
え
た
、
社
会
的
、
政
治
的
思
想
運
動
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
権
力
の
集
中
で
は
な
く

で
あ
り
、

分
散
を
求
め
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
人
間
の
自
由
の
根
源
を
見
い
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
競
争
の
自
由
を
守
る
こ
と
が
、
権
力

の
集
中
を
防
ぎ
、
同
時
に
国
民
経
済
上
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
最
後
に
本
章
の
課
題
で
あ
る
競
争
制
限
禁
止
法
の
目
的
お
よ
び
性
格
の
解
明
に
移
る
。
そ
こ
で
は
新

自
由
主
義
の
影
響
の
跡
を
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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品
市
叫

(
註
)

〈

1
)
「
新
自
由
主
義
」
と
い
う
こ
と
ば
は
本
来
、
西
ド
イ
ツ
に
限
ら
ず
同
一
の
傾
向
を
も
っ
た
世
界
的
な
思
想
運
動
に
付
さ
れ
る
い
わ
ば
総
称
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
西
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
学
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
(
フ
ラ
イ
プ
ル
グ
学
派
)
、
特
に
オ
イ
ケ
ン
、
ベ
l

ム
、
レ
プ
ケ
(
列

s
r
p
当
・
)
等
の
思
想
で
あ
る
。
彼
ら
は
機
関
誌
で
あ
る
年
報
「
オ
ル
ド
l
(
。
河
口
。
)
」
に
よ
っ
て
主
張
を
展
開
し
た
た
め
に
、
そ
の

主
義
は
別
名
「
オ
ル
ド
自
由
主
義
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
小
西
唯
雄
『
反
独
占
政
策
と
有
効
競
争
』
増
補
版
(
昭
五

O
〉
一
九
五
頁
参
照
。

(

2

)

筆
者
が
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
参
考
に
し
た
も
の
は
小
西
『
前
掲
書
』
の
他
に
、
野
尻
武
敏
『
一
般
経
済
政
策
論
』
(
昭
四

O
)
(以
下
『
政
策
論
』
)

特
に
第

W
章
、
同
綴
『
現
代
の
経
済
体
制
思
想
』
(
昭
五
一
)
(
以
下
『
思
想
』
〉
第

I
章
、
菊
川
貞
己
「
オ
イ
ケ

γ
の
完
全
競
争
」
宮
大
経
済
論
集
ニ
ニ

巻
三
号
一
二
七
頁
お
よ
び
の
由
民

Y
2・
何

σ
R
V
R内
「
口
広
間
企
m
丘
四
冊
目
。

E
ロ
門
口
担
問
。
口
会
訪
問
。
問
。
口
問
ロ
ロ
件
。
ロ
同
D
位
。
ロ
・
開
口
同
司
ロ
円

F
Z
H
ω
州

2
2
5田
口
之

宮
町
田
吉
岡
出
口
宮
門
(
宮
門
田
向

-Y42ミ
崎
町
宮
、
伺
色
、
礼
法
定
夕
刊
尽
き
同
匂
白
白
同
伺
口
同
『
H
-
2
h
R諸
島
明
、
n
h
H
崎
町
守
弘
、
・
号
、
町
『
S
H
N
N
W
E
暑
さ
さ
き
句
。
・

C
S
H
q
H
師同白射

、
吋
出
宮
ロ
m
o
p
H申叶印・

ω
-
H∞
ω・同∞申

isu--

〈

3
)
舟
旧
正
之
「
ド
イ
ツ
『
経
済
制
度
』
理
論
史
ハ
円
j
吋
」
と
く
に
団
内
同
国
家
学
会
雑
誌
八
九
巻
一
一
-
一
一
一
号
、
九

O
巻
五
・
六
号
、
九

O
巻
九
・

一
O
号
。
な
お
吉
永
栄
助
『
経
済
法
学
の
基
礎
理
論
(
第
二
巻
)
』
二
二

O
頁
以
下
に
ベ
l
ム
の
学
説
の
紹
介
が
あ
る
。

(

4

)

オ
イ
ケ

γ
・
大
野
忠
男
訳
『
経
済
政
策
原
理
』
(
昭
四
二
)
三
九
頁
以
下
(
第
四
章
)
。

(

5

)

オ
イ
ケ
ン
『
前
掲
書
』
一
四
四
頁
以
下
(
第
八
章
)
。

(
6
〉
こ
の
意
味
で
新
自
由
主
義
は
競
争
体
制
が
独
占
体
制
に
必
然
的
に
移
行
す
る
と
い
う
「
歴
史
の
発
展
法
則
」
を
否
定
す
る
(
小
西
『
前
掲
雲
』
一
九
八

頁
)
。

(

7

)

オ
イ
ケ

γ

『
前
掲
苔
』
一
一
一
一
一
七
頁
以
下
(
第
一
五

J
一
八
章
)
。

ハ
8
〉
野
尻
『
政
策
論
』
二
八
一
一
良
。

(

9

)

野
尻
『
政
策
論
』
二
八
二
一
氏
。
小
西
『
前
掲
書
』
二

O
ニ
頁
。

(
凶
)
の
出
E
F
2・・国-同・

0
・・

ω
-
M
O
H
・

(
日
〉
野
尻
『
政
策
論
』
二
六
八
頁
に
よ
れ
ば
、
こ
の
傾
向
は
新
自
由
主
義
に
限
ら
ず
戦
後
の
経
済
秩
序
政
策
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
小
西

『
前
掲
寄
』
一
九
七
頁
以
下
。

(
ロ
〉

B
D
I
の
会
長
ベ
ル
タ
宛
の
エ
ア
ハ
ル
ト
の
書
簡
(
司
R
司
巴
印

N-ae、
エ
ア
ハ
ル
ト
『
政
策
』
八
一
頁
。

論
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(
日
)
野
尻
編
『
思
想
』
三
五
頁
。

二
、
競
争
制
限
禁
止
法
の
目
的
お
よ
び
性
格

競
争
制
限
禁
止
法
は
我
が
国
の
独
禁
法
の
よ
う
な
目
的
規
定
を
も
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
法
の
目
的
を
知
り
、
そ
の
性
格
を
探
る

た
め
に
は
立
法
資
料
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
政
府
草
案
は
、
新
た
に
多
く
の
適
用
除
外
規
定
が
加

え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

カ
ル
テ
ル
の
原
則
的
禁
止
に
関
し
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
さ
ら
に
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
強
い
要
望
を

受
け
て
草
案
が
予
定
し
て
い
た
結
合
規
制

q
g
Z
E
r
o
E
B
Z
)
は
結
局
削
除
さ
れ
た
。

国
会
審
議
の
場
で
な
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
妥
協
に

よ
り
政
府
草
案
は
根
本
的
に
変
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

(1) 

草
案
の
実
質
的
審
議
の
場
と
な
っ
た
連
邦
議
会
(
∞

grmgm)
の
経
済
政
策
委
員
会

2
5印
n
z
a
E円
巧
吉
田
島
田
宮
ち
E
F
)

戦後西ドイツにおけるカルテノレ規制の変遷

告
書
の
な
か
で
は
、
「
個
々
の
点
で
は
削
除
さ
れ
た
り
補
充
さ
れ
た
り
し
た
部
分
が
あ
る
に
せ
よ
、
政
府
草
案
は
制
定
さ
れ
た
法
律
の
基

礎
で
あ
る
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
根
本
思
想
に
お
い
て
は
政
府
草
案
は
修
正
を
う
け
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
で
は
政
府
草
案
理
由
書
を
手
が
か
り
に
、
競
争
政
策
の
担
い
手
と
し
て
制
定
さ
れ
た
法
律
が
当
初
ど
の
よ
う
な

性
格
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

付
競
争
の
自
由
の
保
護

理
由
書
に
も
法
の
目
的
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
部
分
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
叙
述
の
全
体
か
ら
、
法
の
目
的
・
性
格
を

判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
理
由
書
は
ま
ず
「
序
論
(
肘
Z
E
E
Mロ
ぬ
)
」
の
部
分
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
『
競
争
制
限
禁
止
法
』
は
市
場
経
済
の
促
進
と
維
持
の
た
め
の
設
も
重
要
な
基
礎
の
一
つ
を
提
示
す
る
。
同
法
は
競
争
の
自
由
を
保
護
し
、
か
つ
経

の
報
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説

済
力
(
豆
ユ
ω口
宮
内
己
山
口
7
0

玄
R
E
)
が
競
争
の
有
効
性
お
よ
び
競
争
に
内
在
す
る
効
率
の
向
上
の
傾
向
を
阻
害
し
、
消
費
者
へ
の
設
適
供
給
を
危
く
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
経
済
力
を
除
外
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

同
法
は
、
競
争
経
済
が
経
済
秩
序
の
最
も
効
率
的
な

(aroロ
o日
U
n
y
)
、
ま
た
同
時
に
最
も
民
主
的
な
形
態
で
あ
り
、
か
つ
国
家
は
、
市
場
メ
カ
ニ
.
ス

ム
維
持
の
た
め
に
あ
る
い
は
完
全
競
争
の
市
場
形
態
が
達
成
不
可
能
な
市
場
の
監
視
の
た
め
に
、
必
要
な
限
り
で
の
み
市
場
過
程
に
干
渉
す
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
経
済
学
の
研
究
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
経
済
政
策
上
の
経
験
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
」

論

以
上
の
理
白
書
の
説
明
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
競
争
制
限
禁
止
法
は
経
済
政
策
上
の
課
題
を
背
負
っ
た
法
律
で
あ
る
。
理
由
書
は

さ
ら
に
続
け
て
、
「
競
争
秩
序
(
垣
市
門
岳

2
d
g
o
E
Eロ
ぬ
)
」
と
題
す
る
箇
所
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
競
争
な
ら
び
に
競
争
に
よ
っ
て
可
飽
と
な
る
効
率
(
円
。
目
的
H
E
ロ
開
)
の
向
上
お
よ
び
成
長
の
促
進
は
国
家
に
よ
る
秩
序
政
策
に
よ
り
最
大
限
に
維
持
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
の
よ
う
に
、

国
家
に
対
し
競
争
を
維
持
す
る
た
め
の
秩
序
政
策
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
は
新
自
由
主
義
の
影
響
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
「
秩
序
政
策
」
と
い
う
場
合
、
国
家
は
具
体
的
に
は
何
を
な
す
べ
き
な
の
か
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
政
策
の
実
現
の
た
め
の
競

争
制
限
禁
止
法
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
競
争
や
競
争
が
も
た
ら
す
成
果
を
維
持
す
べ
き
な
の
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
理
白
書
の
な
か
で
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
序
論
」
の
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い

し
か
も
「
効
率
の
向
上
を
阻
害
す
る
経
済
力
か
ら
の
自
由
の
保
護
」
、

る
よ
う
に
、
「
競
争
の
自
由
の
保
護
」
、

に
よ
っ
て
で
あ
る
。

て
カ
ル
テ
ル
は
多
数
の
企
業
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
経
済
力
の
形
成
形
態
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
同
法
は
ま
ず
、

「
競
争

の
自
由
の
保
護
」
を
目
的
と
す
る
法
律
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
同
法
が
競
争
の
自
由
の
よ
う
な
社
会

の的
引
用政
や治
、的

22性
肌格
争 m

はよ五
白?不
己 v

同価

品管
え霊
な"'"'
を
く
目
的
効と
中 す
を
高る
めだ
け

成
で
長な
を
く

促
進 経
す
済
る
ふ的
止な
り出
の
手足
手占
段
を
で
も
あ悼
る23J
。~ "? 

」 て

とい
明る
確こ
にと
述は
<< 
て右
いの
る理
と由
こ書
ろか
から
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ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
者
へ
の
最
適
供
給
、
効
率
、
成
長
と
い
っ
た
経
済
的
成
果
の
達
成
も
当
然
、
法
の
目
的
の
な
か

に
入
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
次
の
よ
う
な
叙
述
は
、
競
争
の
自
由
と
経
済
成
果
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
由
書
の
考
え
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

「
:
・
通
貨
改
革
以
後
の
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
経
験
は
、
自
酌
な
企
業
家
経
和
、
仲
費
争
に
よ
る
選
択
の
自
由
お
よ
小
島
由
な
価
軒

形
成
が
、
最
も
効
率
の
高
い
、
か
っ
一
般
的
な
福
祉
の
増
進
に
最
も
容
易
に
貢
献
す
る
経
済
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
正
し
さ
を
証
明
し
て
い

る
。
」
ハ
傍
点
・
筆
者
〉

(1) 

こ
こ
で
は
競
争
の
自
由
と
経
済
成
果
は
調
和
し
う
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
経
済
政
策
委
員
会
の
報
告
書
で
は
、

「
競
争
の
自
由
を
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
秩
序
原
理
と
し
て
確
立
す
る
:
・
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
む
し

戦後西ドイツにおけるカルテノレ規制の変遷

ろ
立
法
者
の
頭
の
な
か
に
は
、
自
由
に
競
争
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
て
お
け
ば
競
争
は
有
効
に
機
能
し
、
良
好
な
経
済
成
果
は
自
ら

生
ま
れ
る
、
と
の
考
え
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
競
争
の
自
由
の
保
護
の
強
調
は
、
競
争
秩
序
が
次
の
よ
う
に
政
治
的
民
主

主
義
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
、

一
層
明
瞭
に
な
る
。

「
こ
の
よ
う
に
し
て
整
序
さ
れ
た
経
済
制
度
は
政
治
的
民
主
主
義
に
対
応
す
る
経
済
政
策
的
民
主
主
義
を
形
成
す
る
。
政
治
的
民
主
主
義
の
内
容
が
す

べ
て
の
公
民
の
政
治
的
共
同
決
定
権
と
み
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
競
争
経
済
は
労
働
の
自
由
お
よ
び
消
費
者
の
自
由
と
い
っ
た
経
済
的
『
基
本
権
』
を
保

障
す
る
。
」

理
白
書
が
自
由
の
保
護
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
の
一
因
と
し
て
、
草
案
作
成
に
携
わ
っ
た
人
々
が
新
自
由
主
義
の
思
想
や
理
念

を
支
持
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
先
に
説
明
し
た
よ
う
な
自
由
へ
の
強
い
志
向
が
、

同
法
を
自
由
の
保
護
の
た
め
の
法
と
し
て
性
格
守
つ
け
る
の
に
何
ら
の
役
割
も
果
た
さ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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説

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
結
局
次
の
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
競
争
制
限
禁
止
法
は
、
競
争
の
自
由
を
l
競
争
秩
序

を
回
害
す
る
経
済
カ
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

l
保
護
す
る
と
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。
経
済
成
果
は
、

そ
の
よ
う
な
自
由
の
保
護

論

を
通
じ
て
自
動
的
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
同
法
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
い
わ
ば
二
次
的
目
的
で
あ
る
。

ω完
全
競
争
の
維
持

理
由
書
は
次
に
、
自
由
競
争
が
維
持
さ
れ
る
場
と
し
て
、
「
完
全
競
争

(40-ZE仏
何
日
当
2
号
叩
者
巾
与
)
」

市
場
を
想
定
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
自
由
競
争
と
い
う
市
場
体
制
は
、
経
済
的
所
与
と
し
て
完
全
競
争
の
市
場
形
態
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
市
場
の
両
サ
イ
ド
に
お

け
る
市
場
参
加
者
の
数
は
、
企
業
に
と
っ
て
市
場
価
格
が
自
己
の
行
動
に
よ
っ
て
は
本
質
的
に
左
右
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
程
に
多
く
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
確
実
な
科
学
的
知
識
と
み
な
さ
れ
て
よ
い
。
こ
の
前
提
が
正
当
で
あ
る
限
り
で
、
あ
る
い
は
こ
の
前
提
を
生
み
出
す
こ
と
が
可
能
な

限
り
で
、
立
法
者
は
完
全
競
争
が
制
限
的
な
措
置
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
の
よ
う
に
自
由
競
争
が
完
全
競
争
市
場
の
も
と
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
新
自
由
主
義
(
特
に
オ
イ
ケ

γ
)

の
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
市
場
の
も
と
で
は
じ
め
て
、
新
自
由
主
義
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
経
済
力
か
ら
自
由
な
分
権

的
秩
序
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
理
由
警
の
こ
の
部
分
は
、
草
案
の
反
対
者
の
攻
撃
の
的
と
な
り
、
ま
た
十
年
後
再
び
批
判

の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
批
判
は
要
す
る
に
、
同
法
が
完
全
競
争
市
場
と
い
う
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し

な
い
単
な
る
モ
デ
ル
に
依
拠
し
た
非
現
実
的
な
法
律
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
は
連
邦
議
会
の
経
済
政
策
委
員
会
で
の
審
議
に
お
い
て
も
論
議
を
呼
ん
だ
。
し
か
し
委
員
会
で
は
現
実
的
な
議
論
が
な
さ
れ
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た
た
め
に
、
報
告
書
は
草
案
理
由
書
と
は
異
な
っ
た
考
え
方
を
み
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
審
議
で
ほ
、
「
多
様
な
競
争
行
動
の
な
か
で

い
か
な
る
現
象
形
態
が
、
制
限
か
ら
の
保
護
を
受
け
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
に
議
論
が
集
中
し
た
。
報
告
書
で
は
た
し
か
に
ま
だ
完
全

競
争
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
委
員
会
は
、
経
済
的
現
実
に
お
い
て
は
完
全
競
争
と
い
う
市
場
形
態
は
し
ば
し
ば
存
在
し
な

い
か
、
あ
る
い
は
実
現
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
の
市
場
形
態
(
完
全
競
争
、
筆
者
〉
の
形
式
的
前
提
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ら
、
時
と
し
て
、
有
効
な
競
争
(
豆
島
田
即
日
2
4〈
巾
片
手

m
g巾
司

σ)

は
事
実
上
確
認
不
可
能
で
あ
る
。
」
(
傍
点
・
筆
者
〉

し
た
が
っ
て
、

(1) 

「
競
争
制
限
禁
止
法
は
む
し
ろ
、
競
争
が
事
実
上
の
理
由
か
ら
有
効
と
な
り
え
な
い
経
済
分
野
(
例
と
し
て
、
公
益
事
業
や
自
然
独
占
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
、
筆
者
〉
を
で
き
る
だ
け
摩
擦
が
生
じ
な
い
よ
う
に
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
組
み
入
れ
る
た
め
の
前
提
を
つ
く
り
出
す
べ
き
で
あ
ろ

う。」

戦後西ドイツにおけるカルテル規制の変遷

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

報
告
書
は
さ
ら
に
寡
占
の
問
題
も
取
り
上
げ
て
、
寡
占
市
場
の
も
と
に
あ
っ
て
は
完
全
競
争
の
実
現
は
不
可
能
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
寡
占
の
有
効
な
規
制
は
国
家
に
よ
る
濫
用
監
視
に
任
せ
る
の
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

「
寡
占
的
な
、
あ
る
い
は
寡
占
化
し
つ
つ
あ
る
市
場
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
経
済
政
策
上
の
措
置
の
目
的
は
、
常
に
最
小
限
度
の
競
争
、
た
と
え
ば
ア
メ

リ
カ
で
『
有
効
競
争
(
司
2
r白
Z
o
n
c
B司
o
t
t
o
ロ
)
』
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
競
争
の
、
維
持
な
い
し
は
創
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

の
で
あ
る
。
当
時
西
ド
イ
ツ
で
ア
メ
リ
カ
の
有
効
競
争
理
論
が
ど
の
程
度
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
報
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説

告
書
の
右
の
説
明
か
ら
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。
し
か
し
重
要
な
こ
と
は
、
経
済
政
策
委
員
会
の
審
議
に
お
い
て
は
重
点
が
市
場
モ
デ

論

ル
か
ら
望
ま
し
い
競
争
形
態
へ
と
、
あ
る
い
は
完
全
競
争
か
ら
有
効
な
競
争
(
そ
の
内
容
は
措
く
と
し
て
も
)

こ
と
な
の
で
あ
る
。
理
白
書
の
な
か
で
は
何
度
も
触
れ
ら
れ
た
モ
デ
ル
と
し
て
の
完
全
競
争
市
場
は
こ
こ
で
は
中
心
的
意
義
を
失
っ
て
、

へ
と
移
っ
て
い
る
と
い
う

か
な
り
後
退
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
完
全
競
争
の
維
持
と
い
う
点
で
は
、

よ
い
で
あ
ろ
う
。

理
白
書
の
構
想
は
内
容
的
に
修
正
を
う
け
た
と
み
な
し
て

一一一、

と

め

ま

最
後
に
以
下
で
の
考
察
の
た
め
に
競
争
制
限
禁
止
法
の
目
的
・
性
格
に
つ
い
て
簡
単
に
要
約
し
て
お
こ
う
。

今
ま
で
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、

ま
ず
同
法
は
特
定
の
市
場
モ
デ
ル
に
依
拠
し
て
そ
の
実
現
を
め
ざ
す
法
律
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
同
法
は
む
し
ろ
、
経
済
的
自
由
や
競
争
の
自
由
の
よ
う
な
一
つ
の
価
値
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
際
競
争
が
も
た
ら
す
経
済
的
成
果
に
は
立
法
者
は
直
接
の
関
心
を
向
け
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
競
争
の
自
由
の
保
護

に
よ
っ
て
自
動
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ル
テ
ル
が
契
約
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
も
、
契
約
と
い
う
明

確
な
形
で
の
自
由
競
争
の
制
限
を
排
除
し
さ
え
す
れ
ば
、
競
争
は
有
効
に
機
能
し
、
良
好
な
経
済
成
果
が
得
ら
れ
る
、

と
い
う
考
え
方
の

反
映
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
立
法
者
の
考
え
を
さ
ら
に
推
し
進
め
れ
ば
、
同
法
は
自
由
な
競
争
が
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
に

そ
の
た
め
の
一
定
の
ル
l
ル
を
定
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
お
r

言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
は
新
自
由
主
義
の

配
慮
す
れ
ば
足
り
、

競
争
政
策
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

以
上
で
第
一
章
の
課
題
は
果
た
さ
れ
た
。
次
章
か
ら
は
、
右
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
法
律
が
カ
ル
テ
ル
禁
止
の
場
で
具
体
的
に
ど
の
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説

阿ハミ件。

---cE
君
。
片
手

2
2
H
Z
B口
r
F
S£
司

S
E
¥吋
NH)。
彼
の
見
解
は
多
く
の
支
持
を
得
、
連
邦
最
高
裁
も
そ
れ
に
従
っ
た
(
出

r
g仲
良
『
ア

司
ミ

S
司建問、、

F
R昌
弘
鳴
き
虫
、
ミ
凡
忌
問
、
河
崎
町
古
包
門
ぎ
た
-
玄
位

R
E
p
s
a
-
ω
・
呂
町
)
。
こ
の
た
め
ド
イ
ツ
で
は
競
争
制
限
の
保
護
目
的
を
論
ず
る
場
合

に
「
制
度
保
護
(
阿
ロ
凹

E
E
5
5叩
口
『
三
回
)
」
と
「
個
人
保
護
(
同
ロ
岳

i
L
E
Z
n
r
zお
と
と
い
う
分
け
方
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
目

r
g
g
n
r
o
F
F
F
O
-
-

ω
-
H
S
R
-
L
Z
R
〉
ロ

H
H
Z
L
S白『
H
S札
。
『

S
N
g
h宮
町
門
司
、
ミ
』
争
認
ミ
」
可
h
g申

N
h崎町柄。時的問
HNgh叫
A
S
司
同

HHZ号
、
宮
守

S
S主
主
塁
走
タ

阿内出]ロ-∞

2
F
Y
回口口

P

Z出ロロ
r
o
p
H也、吋一。・

ω・
印
∞
一
向
)
。
た
だ
、
「
制
度
と
し
て
の
競
争
の
保
護
」
と
い
っ
て
も
そ
の
内
各
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な

く
、
そ
の
場
合
競
争
者
の
保
護
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
両
者
を
設
然
と
分
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

(
叩
山
)
政
府
草
案
の
起
草
者
の
側
で
は
自
由
保
護
の
意
識
は
非
常
に
強
か
っ
た
。
草
案
作
成
者
の
一
人
で
後
に
初
代
カ
ル
テ
ル
庁
長
官
と
な
っ
た
ギ
ュ

γ
タ
l

の
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
は
、
新
し
い
法
律
の
宣
伝
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
当
時
起
草
者
が
こ
の
法
律
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え

て
い
た
の
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
「
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
現
在
の
、
あ
る
い
は
将
来
形
成
さ
れ
る
競
争
制
限
的
な
市
場
力
(
玄

R
E・

5
2
Z
)
の
有
効
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
。
」
(
の
出
口
予

2
・
ロ

g
ロ
2
。
同
日
芯

--m巾
認
定
ロ
ロ
仏
印
巳
ロ
白
〉

5
4司町
rロロ
m
2
M
g同
任
。

d
巳
開
門
口

o
r
g
o
p

司
宮
司
巴
可

-
S
F
2
3、
「
同
法
は
政
治
的
民
主
主
義
に
対
応
す
る
経
済
閣
民
主
主
義
を
創
出
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
経
済
的
自
由
の

保
障
で
あ
る
。
・
:
決
定
的
な
意
図
は
自
由
の
保
障
で
あ
る
。
個
人
の
経
済
的
自
由
お
よ
び
法
律
に
よ
る
そ
の
保
障
は
競
争
秩
序
の
前
提
で
あ
る
。
」
、
っ
:
競

争
制
限
禁
止
法
、
す
な
わ
ち
経
済
的
自
由
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
・
:
」

(
U
O
E
O
-
Z
L円
日
〈

2
与
凹
口

z
a
g
m
仏
2
c
g
m
R
E
m
o問
自
当
。
片
手
。
唱

R
Z
-

Z
2
7芯
ロ
「
ロ
ロ
問
。

P
N
W
N
w
g可
¥
吋

NH)。
こ
の
よ
う
に
競
争
制
限
禁
止
法
を
倒
人
の
競
争
の
自
由
を
保
護
す
る
法
と
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
法
秩
序

に
お
け
る
同
法
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
の
は
目

r巾
2
2
7冊
子
同
・
白
・
。
(
註
(

9

)

)

で
あ
る
。

(
日
〉
国

omH口
邑
口
口
町
(
〉
・
〈

-
y
p
m・
o・-ω-Hog-

(
ロ
)
オ
イ
ケ

γ
・
大
野
訳
『
経
済
政
策
原
理
』
(
昭
四
二
)
三
一
二
凶
頁
。

(
日
〉

E
a
-
P
E
F
ロ
2
2
2
5
E
B
《
出
。
関

R
E
-
0
5品
開

S
N
O
B
P
司
宮
司
忌
印

N
w
g
p
句
。
山
第
一
節
註
(
幻
〉
の
ベ
ル

P
の
呑
簡
(
司
君
モ

忌
印

N-
自
由

)UTHE-
戸

ロ

2
0
2
2
N
問
。
問
自
宅

2
宮
司

2
5
r何
回
忌
込
ロ
「

5
m
o
p
見
、
司
.
5印斗唱

H
N
S・
十
年
後
の
批
判
に
つ
い
て
は
後
述
第
三

章
参
照
。

(

H

)

図
。
ユ
ロ
「
同
(
(
U

・
ロ
)
岨
白
・
問
。
・

ω・]戸田
hH・

(
日
)
回
。
ュ

ny円(
【

U

・
ロ
)
喝
白
・
目
・
。
ニ

ω-HH凸印・

(
日
四
〉
切
開
ユ

n
Z
(の
口
・
)
・
目
白
・
。
・

ω-HHA山印・

論
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}
 

唱

il
 

(
げ
)
回
。
門
戸
ロ
}
民
(
《
U
.

ロ
-
y
p
p
。・・

ω・
HH凸品・

(
叫
四
〉
出

CMM同日
g
p
。
・
目
・
。
・

ω・
8
・
彼
は
オ
イ
ケ

γ
の
完
全
競
争
の
概
念
は
政
府
草
案
理
由
訟
の
な
か
で
は
「
異
物
」
で
あ
り
、
経
済
政
策
委
員
会
は
正

当
に
も
そ
れ
を
除
去
し
た
と
述
べ
て
い
る

(ω
・
由
∞
)
。
オ
イ
ケ
ン
の
完
全
競
争
を
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
競
争
の
法
的
概
念
の
構
成
を
試
み
た
も
の
に

切

D
R
E
E片
咽
]
と
目

r
B
n
r
F
J戸
司

ミ

ど

E
h
F
S
1
hと
ど
号
、

5
2
b
E尋
g
h
b
p
ミ

ミ

S

S
問、

3
b
g
h
ω
Z
H仲間

2
・
5
勾
が
あ
る
。

ハ
凶
〉
も
っ
と
も
理
白
書
が
依
拠
し
て
い
る
オ
イ
ケ
ン
が
完
全
競
争
と
い
う
と
き
、
彼
は
決
し
て
静
態
的
な
モ
デ
ル
を
志
向
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
動
態
的

な
競
争
形
態
、
す
な
わ
ち
「
成
果
競
争

(F2凹
宮
口
問
日
当

2
手

2
2号
)
」
を
考
え
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
(
菊
川
貞
己
「
オ
イ
ケ
ン
の
完
全
競
争
」
富

大
経
済
論
集
二
二
巻
三
号
一
二
七
頁
以
下
、
一
三
八
頁
、
野
尻
一
樹
『
思
想
』
五
二
頁
〉
。
成
栄
競
争
と
は
自
己
の
す
ぐ
れ
た
成
果
に
よ
っ
て
の
み
(
つ
ま

り
人
為
的
な
妨
害
手
段
を
用
い
ず
に
〉
顧
客
を
奪
い
合
う
競
争
の
こ
と
で
あ
る
(
オ
イ
ケ
ン
『
前
掲
書
』
一
三
二
五
頁
)
。
こ
の
指
摘
は
正
当
で
あ
ろ
う
。

報
告
書
の
な
か
に
も
自
由
な
競
争
の
本
質
を
右
の
よ
う
な
成
呆
競
争
に
み
て
い
る
と
思
わ
せ
る
箇
所
が
あ
る
(
回
。

m品
ロ

LCロ
m-
田
・
同
・
。

--ω
・
呂
芯
「
競

争
」
に
つ
い
て
の
説
明
の
箇
所
)
。

(
加
)
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
マ
ハ
ト
の
方
も
、
完
全
競
争
の
実
現
が
法
の
目
的
で
は
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
た
。
ベ
l
ム
に
つ
い
て
、
司
主
制
、
巴

E
・
H
a。
ま

た

立
法
者
の
側
か
ら
の
弁
明
と
し
て
、

F
Y
E
S
-
巧
・
の
よ
り
訟
の

2
2
N
問。

m
g
g
E
Z
3
H
Z
Z
m
n
F間
口
宮
口
四
四
ロ
ロ
邑
田
巴
口
開
問
。
ロ

N
4
p
h
h
h唱で

忌
印
ア
ロ
c

h

p

(

ギ
ュ

γ
N
T
I
Jが
序
文
を
書
い
て
い
る
)
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
立
法
科
の
義
務
は
「
完
全
競
争
が
:
・
純
粋
な
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
る

か
ど
う
か
、
行
な
わ
れ
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
場
合
で
あ
る
か
・
:
と
い
う
問
題
と
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
」
。
「
特
定
の
市
場
形
態
の
た
め
に
商
品
の
同
質

性
を
達
成
す
べ
く
干
渉
す
る
こ
と
は
」
同
法
は
め
ざ
し
て
い
な
い
。
「
法
の
目
的
は
も
っ
ぱ
ら
・
:
競
争
が
可
能
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
を
維
持
奨

励
し
、
か
つ
全
体
経
済
的
な
観
点
か
ら
み
て
公
共
の
福
祉
の
必
要
上
や
む
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
に
の
み
競
争
を
排
除
す
る
と
い
う
形
で
法
秩
序
を

形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」

(ω
・
口
。
印
)
。

MV-maEロ
P
同

o
n
z
p
当
巾
片
手
。
唱

R
Z司
OE片山田
n
r
g
H
h
x
z
z
e
p巳}高伊丹田口
E
H
N
E
L
の
冊
目
立

N
m内
需
ロ

君
主
r
E
Z
H
Z
Z田
口
町
間
口

r
g
m
g
-
君
、
忠
司

.
5
8・
ゴ
由
も
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る

(
ω
-
a
g。

(
幻
)
ホ
ッ
プ
マ

γ
は
こ
の
よ
う
な
性
格
の
法
を
「
法
規
法
(
問

2
r
g問
。
認
定
)
」
と
呼
ぶ
(
出
0
司
匂

B
2
M
P
目
・
〈

C
F∞
5
H
g
n
r田
E-nro
己
ロ
仏
当
日
ス
ω与
え
字

-uoE-Rro
回
O
L
2
2ロ
間
営
団
関

R
R
Z・ロロ
L
ζ
oロ
D匂
o
r
o
n
r
F
古
川
図
。
宅
一
自
由
ロ
ロ
¥
一
宮
問
団
昨

g
r
r
p
ミ
ミ
さ

S
N
S司
与
問
ミ
由
民
与
え
向
車
軸
¥
ミ
世
帯
ミ
言

S

SH
勾

2
b
h
a叫句、割、両町内
~vS』問、
~v加申間同町
hqnH器、
g
s
h悶
P
H，
出
玄
口
間
作
口
増

H
S九時
唱

ω・印〉。
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第
三
節

カ
ル
テ
ル
禁
止
規
定
お
よ
び
関
連
条
文
の
素
描

論

本
節
は
、
第
二
章
以
下
で
の
判
例
の
検
討
の
際
に
出
て
く
る
(
一
条
と
の
)
関
連
条
文
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
説
明
を
加
え
る
た
め
、
お
よ
び
一
条
の
他
の

条
文
と
の
有
機
的
関
連
を
一
示
し
、
条
文
全
体
に
占
め
る
地
位
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

競
争
制
限
禁
止
法
は
文
字
ど
お
り
「
競
争
制
限
」
と
闘
う
法
律
で
あ
る
。
そ
し
て
、
規
制
の
対
象
た
る
こ
の
競
争
制
限
は
、
同
法
の
体
系
に
よ
る
と
、
法
律

行
為
に
よ
る
競
争
制
限
と
事
実
行
為
に
よ
る
競
争
制
限
と
に
分
け
ら
れ
る
。
法
は
前
者
に
対
し
て
は
私
法
上
の
効
果
を
与
え
な
い
。
後
者
は
こ
れ
を
禁
止
す

る
。
前
者
に
属
す
る
の
は
カ
ル
テ
ル
契
約
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
競
争
制
限
的
契
約
で
あ
り
(
向
法
第
一
節
・
第
二
節
)
、
後
者
に
属
す
る
の
は
市
場
支
配

的
企
業
の
滋
用
行
為
や
差
別
的
行
為
で
あ
る
(
第
三
節
・
第
四
節
)
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
相
互
に
補
い
合
う
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
カ
ル

テ
ル
禁
止
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
以
下
順
を
追
っ
て
説
明
す
る
。

付
カ
ル
テ
ル
禁
止
(
一
条
、
一
二
八
条
一
項
一
号
)
一
条
の
規
定
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
事
業
者
叉
は
事
業
者
団
体
が
共
通
の
目
的
の
た
め
に
締
結
す
る
契
約
お
よ
び
決
議
は
、
競
争
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
品
も
し
く
は
役
務
の
取

引
に
関
す
る
生
産
叉
は
市
場
関
係
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
無
効
で
あ
る
。
」

一
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
第
二
章
に
譲
る
。
一
条
に
よ
り
無
効
な
契
約
を
無
視
し
て
実
行
し
た
場
合
、
そ
れ
は
三
八
条
一
項
一
号
に
よ
り
秩
序
違
反
に
該
当

し
、
同
四
項
に
よ
り
過
料
を
課
せ
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
三
七

a
条
一
新
)
に
よ
り
そ
の
行
為
を
差
し
止
め
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
カ
ル
テ
ル
庁
の
権
限
で
あ
る
。
通

常
ド
イ
ツ
で
は
一
条
と
こ
れ
ら
の
条
文
と
を
合
わ
せ
て
「
カ
ル
テ
ル
禁
止
」
と
呼
ば
れ
る
。

ω回
避
行
為
の
禁
止
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
競
争
制
限
禁
止
法
は
カ
ル
テ
ル
禁
止
に
つ
い
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
的
な
構
成
を
と
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
実

際
に
は
、
契
約
以
外
の
方
法
で
、
カ
ル
テ
ル
契
約
の
実
施
と
同
様
の
効
果
が
も
た
角
り
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
同
法
は
そ
の
よ
う
な
不
備
を
補

い
、
好
ま
し
く
な
い
結
果
を
阻
止
す
る
た
め
に
幾
つ
か
の
補
充
規
定
を
置
い
た
。
そ
れ
が
こ
こ
に
挙
げ
る
(
法
)
回
避
禁
止

(
C
B関
与
ロ
ロ
間
君
。
与
♀
)
規
定

で
あ
る
。
法
の
回
避
と
は
一
般
に
、
法
が
禁
止
し
て
い
る
こ
と
が
ら
を
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
以
外
の
方
法
で
も
た
ら
す
こ
と
を
い
う
。
た
だ
、
競
争
制
限
禁

止
法
は
回
避
禁
止
の
一
般
条
項
は
置
か
ず
、
次
に
み
る
よ
う
な
個
別
規
定
に
よ
る
規
制
の
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
第
二
の
グ
ル
ー
プ
〈
事

実
行
為
)
に
属
す
る
。



噌
上

(
i
)
協
調
的
行
動
の
禁
止
(
二
五
条
一
項
)
こ
の
規
定
は
制
定
当
初
に
は
な
く
、
後
の
第
二
回
改
正
で
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
カ

ル
テ
ル
禁
止
の
構
造
上
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
の
で
後
に
別
途
検
討
す
る
(
第
四
章
参
照
〉
。

(
口
)
不
利
益
に
よ
る
威
嚇
又
は
利
益
の
供
与
を
手
段
と
し
た
競
争
制
限
禁
止
行
為
の
教
唆
の
禁
止
ハ
二
五
条
二
項
|
旧
同
条
一
項
)
同
項
の
規
定
は
次

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
事
業
者
お
よ
び
事
業
者
団
体
は
、
こ
の
法
律
叉
は
こ
の
法
律
に
も
と
づ
い
て
カ
ル
テ
ル
庁
が
発
し
た
命
令
に
よ
っ
て
契
約
に
よ
る
拘
束
の
対
象
と
し
て
は

な
ら
な
い
と
さ
れ
た
行
為
を
さ
せ
る
た
め
に
、
他
の
事
業
者
に
対
し
、
不
利
益
で
も
っ
て
威
嚇
し
、
あ
る
い
は
不
利
長
を
加
え
、
又
は
利
益
を
約
し
あ
る
い
は

利
益
を
供
与
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

「
契
約
に
よ
る
拘
束
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
行
為
」
と
は
こ
こ
で
は
カ
ル
テ
ル
的
行
為
(
価
格
を
い
く
ら
に
す
る
と
か
、
数
量
を
い
く
ら
に
割
り
当
て

る
と
い
っ
た
行
為
)
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
ぞ
ら
せ
る
た
め
の
不
利
益
に
よ
る
威
嚇
や
利
益
の
供
与
を
禁
止
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
ま
ず
違
反
行
為
者
は
法
を
回
避
す
る
意
図
(
つ
ま
り
カ
ル
テ
ル
的
行
為
を
さ
せ
る
と
い
う
意
図
)
を
有
し
、
ま
た
相
手
万
は
そ
の
意
図
が
認
識
可
能
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
か
か
る
意
図
の
も
と
に
な
さ
れ
る
不
利
益
に
よ
る
威
嚇
叉
は
利
益
の
供
与
が
相
手
方
の
経
済
的
な
決
定
の
自
由
を
妨
害
す
る

3
2
5可
rzEg)
程
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
相
手
方
の
意
志
に
影
響
を
及
ぼ
す

3
2
2出
口
回
目
め
る
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

但
し
こ
の
規
定
は
そ
の
よ
う
な
、
不
利
益
に
よ
る
威
嚇
や
利
益
の
供
与
に
よ
る
相
手
方
の
経
済
的
活
動
の
自
由
の
抑
圧
自
体
を
禁
止
す
る
も
の
な
の
で
、
実
際

に
相
手
方
が
教
唆
に
従
う
こ
と
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
い
。

(
…
川
)
勧
奨
禁
止
(
一
一
一
八
条
一
項
一
一
号
|
旧
同
条
二
項
二
文
)
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
禁
止
の
、
叉
は
こ
の
法
律
に
も
と
づ
い
て
カ
ル
テ
ル
庁
に
よ
り
下
さ
れ
た
処
分
の
、
回
避
を
斉
一
的
行
動
に
よ
っ
て
・
も

た
ら
す
よ
う
な
勧
奨
を
す
る
者
は
秩
序
違
反
を
犯
し
た
者
と
さ
れ
る
」

「
こ
の
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
禁
止
」
の
な
か
に
カ
ル
テ
ル
禁
止
が
含
ま
れ
る
。
置
か
れ
て
い
る
位
置
は
異
な
る
と
は
い
え
、
こ
の
規
定
の
も
つ
性
一
一
格
は

一
一
五
条
の
二
つ
の
規
定
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
一
条
、
三
八
条
一
項
一
号
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
こ
と
が
ら
(
価
格
カ
ル
テ
ル
、
数
量
カ
ル
テ
ル

な
ど
)
を
、
実
際
に
は
契
約
を
結
ば
な
い
で
一
致
し
た
行
動
日
斉
一
的
行
動
に
よ
り
回
避
す
る
よ
う
に
「
勧
奨
司
自
主
喜
一

Em)」
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

こ
こ
で
「
勧
奨
」
と
は
、
あ
る
者
(
勧
奨
者
〉
が
相
手
方
(
勧
奨
の
名
宛
人
)
に
対
し
て
、
利
点
や
利
益
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
こ
と
が
ら
を

提
案
し
か
っ
勧
め
る
意
志
表
示
で
あ
る
。
但
し
そ
の
際
相
手
方
の
意
志
決
定
の
自
由
の
拘
束
を
と
も
な
う
必
要
は
な
い
。
そ
し
て
相
手
方
(
常
に
複
数
)
が
自

己
の
判
断
に
も
と
づ
い
て
一
致
し
て
勧
奨
に
従
っ
た
場
合
(
斉
一
的
行
動
)
に
は
じ
め
て
、
「
勧
奨
」
は
秩
序
違
反
と
な
る
。
一
致
し
て
遵
守
さ
れ
な
い
勧
奨
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説

は
禁
止
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
、
教
唆
の
手
段
そ
れ
自
体
の
恋
性
に
注
目
し
、
結
果
の
発
生
を
問
題
と
し
な
い
二
五
条
二
項
に
よ
る
禁
止
と
の
差

が
あ
る
。

勧
奨
禁
止
の
場
合
に
、
秩
序
違
反
を
理
由
と
し
て
過
料
を
課
せ
ら
れ
る
の
は
勧
奨
者
で
あ
っ
て
そ
の
名
宛
人
で
は
な
い
。
名
宛
人
は
原
則
と
し
て
勧
奨
禁
止

に
は
問
わ
れ
な
い
。
名
宛
人
の
聞
に
は
勧
奨
を
守
る
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
か
の
共
同
意
識
(
た
と
え
ば
相
手
方
も
勧
奨
を
守
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
相
互

に
意
識
し
て
い
る
場
合
〉
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
但
し
当
該
勧
奨
が
契
機
と
な
っ
て
、
彼
ら
の
閲
に
勧
奨
を

守
る
こ
と
に
つ
い
て
の
合
意
が
成
立
し
た
場
合
に
は
む
し
ろ
カ
ル
テ
ル
禁
止
違
反
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

論

〈註〉

(

1

)

こ
の
規
定
は
第
二
回
改
正
(
七
三
年
)
で
と
り
入
れ
ら
れ
た
。
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
カ
ル
テ
ル
庁
は
:
・
一
条
に
よ
り
無
効
な
契
約
又
は
決
議

の
実
施
を
差
し
止
め
る
(
ロ

2
2
m
m問
。
ロ
)
こ
と
が
で
き
る
。
」

ハ
2
〉
肘

E
0・
ロ

-o
開

B
1
0
E
g
g
-
g
L
C
B由。
r
s
m浮
巳
ゲ

2
S
E
Z
申

ω∞
〉
ゲ
ω
・
N
F
H
N
M
の
話
回
・
吋
色
(
口

)
1
0
2
d
g
m
o
r
g
m
m互
Z
E
E
-

可
申
、
民

S
1
]
{也
品
仏
岨

ω(溺

(

3

)

門

U
S
S
R
F白」、
E
C遣
さ

S
H向、・

ω
-
E
2・
5
3・
P
F
E
2
5
m
-
岬

N印
〉
ロ
ヨ
ロ

ω
-
p
t〈
己
巧
¥
何
切
の
出
吋

E-
斗

gzrzuu・

(

4

)

】

wroロ
E
K
Fロ
B
・
5
ω
・∞

U
F
g
m
oロ
¥ZHaoユ
巳

P
5
m
2
3
n
r
g広
T

町
門
口
遺
書
室
町
白
、
、
主
吉
岡
向
、
な
と
h
叫
間
的
問

HF
印
・
〉
己

2・
5
3・抑

N印
吋

N-
同日

ω・
ωω
吋・

(

5

)

開

σ目ロ
LM凶
〉
ロ
ヨ
・

5
ω
・
∞
山
、
吋

N・
5
ω
・印

8
・
不
利
益
に
よ
る
威
嚇
の
手
段
と
し
て
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
の
は
供
給
停
止
で
あ
る
。
そ
の
他
リ
ベ

ー
ト
削
減
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
、
差
別
的
取
り
扱
い
な
ど
が
あ
る
。
利
益
の
供
与
と
し
て
は
忠
誠
度
リ
ベ
ー
ト
や
不
当
に
高
い
リ
ベ
ー
ト
の
供
与
、
時
効
に
か

か
っ
た
債
権
の
弁
済
、
特
別
の
払
い
戻
し
等
々
が
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
規
定
は
一
五
条
の
回
避
再
販
行
為
を
強
制
す
る
た
め
の
供
給
停
止
な
ど
|
に

対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

(
6
〉
し
た
が
っ
て
本
来
は
二
五
条
と
一
緒
に
第
四
章
の
な
か
に
置
か
れ
る
べ
き
規
定
で
ゐ
る
。

(
7
)
E
-
p
p
m
-
。
・
・
、
吋
色
(
同
)
・
司
宮
司

5
8・
S
H
-
s
f
d司
戸
当
面
切
の
出

ω
S
-
s
o
-
-同
0
2
0
3
F
R
E
E
o
-
3・
勧
奨
者
は
個
人
で
も
事
業
者
で

も
よ
い
。
特
に
経
済
団
体
、
卒
業
者
団
体
あ
る
い
は
そ
の
業
務
執
行
人
が
勧
奨
者
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
勧
奨
の
名
宛
人
は
事
業
者
で
あ

v
G
。
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(

8

)

前
註
の
同
c
z
mロ】
V
E
R
Y
E
L
m
-
ハ
石
炭
販
売
業
者
事
件
)
で
は
、
石
炭
販
売
業
者
団
体
の
指
導
的
地
位
に
あ
る
構
成
員
が
他
の
構
成
員
に
対
し
て
な
し

た
石
炭
販
売
価
格
の
勧
奨
に
一
部
の
者
が
従
っ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
最
高
裁
は
、
傍
論
で
「
勧
奨
に
応
じ
て
、
そ
の
名
宛
人
が
勧
奨
者
と
、
あ
る
い
は
相

互
に
、
協
調
し
て
斉
一
的
行
動
を
と
っ
た
場
合
に
は
禁
止
さ
れ
た
合
意
(
一
条
)
が
成
立
し
、
そ
れ
の
実
施
は
一
条
、
三
八
条
一
項
一
号
に
よ
っ
て
罰
せ

ら
れ
る
。
」
と
判
示
し
た
(
肴
ロ
巧
¥
何
回
。
出

SH)。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
協
調
的
行
動
」
が
一
条
の
カ
ル
テ
ル
契
約
の
な
か
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
認
め

た
も
の
で
、
後
じ
学
説
じ
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
(
第
二
章
参
照
)
。

(
付
記
)
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
北
海
学
園
大
学
法
学
部
助
教
援
の
向
田
直
範
氏
所
有
の
文
献
を
見
せ
て
頂
い
た
。
紙
面
を
借
り
て
同
氏
に
厚
く
御
礼
申
上
げ

ま
す
。

(1) 戦後西ドイツにおけるカルテノレ規制jの変遷
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Wandlungen des Kartellverbots in der BRD (1) 

Tateo WADA* 

Einleitung 

1. GWB und seine ursprungliche Konzeption 

1. Kurze Entstehungsgeschichte des GWB 

2. Zweck und Charakter des G羽TB(Band 31-Heft 2) 

11. Entwicklung des Karte11verbots unter den Bedingungen der 

sozialen Marktwirtschaft 

1II. Wandel der Wettbewerbspolitik 

1V. Verbot des aufeinander abgestimmten Verhaltens 

Z usammenfassung 

1n Japan wie in der Bundesrepublik Deutschland wurde das 

Karte11gesetz erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingefuhrt. Sowohl 

das japanische Antimonopolgesetz (Antimonopoly Law) als auch das 

bundesdeutsche Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) 

wurden durch die 1deen der amerikanischen Antitrustpolitik stark 

mitgepragt. 1n Japan aber dauerte es noch lange， bis das Wesen 

des Antimonopolgesetzes richtig verstanden wurde， weil erstens die 

Tradition der freien羽Tirtschaft，die zu schutzen gerade das Gesetz 

sich zur Aufgabe machte， in Japan nur schwach entwickelt gewesen 

war， und zweitens die Rechtsbegriffe， die aus dem Amerikanischen 

ubertragen wurden， nicht immer richtig verstanden wurden. Deshalb 

was es jedesmal bei der Anwendung des Gesetzes notwendig， klarzu-

ste11en， was geschutzt werden sol1 und in welchem Verhaltnis das 

Gesetz zu anderen Rechtsgebieten steht. Nur dank diesen Bemu-

hungen konnte das Antimonopolgesetz bei der japanischen Offent-

lichkeit richtiges Verstandnis finden. Dieses Verstandnis weiter zu 

後 Dozentan der Handelshochschul巴OTARU
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vertiefen und Zweck und Sinn des Gesetzes richtig zu stellen， ist 

nach der Meinung des Verfassers eine der wichtigsten Aufgaben des 

japanischen Wirtschaftsrechtlers. 

Dieser Gedanke uber die japanische Rechtspraxis bezuglich des 

Antimonopolgesetzes fuhrte den Verfasser zur Untersuchung des 

deutschen Kartellgesetzes. Nach S. 1 des GWB mus das Kartell 
auf einem Vertrag， also auf einem Rechtsgeschaft， beruhen. Hieraus 

entsteht bei der Auslegung des Kartellbegri妊sdie Kollision zwischen 

der privatrechtlichen und der wettbewerbsrechtlichen Betrachtungs-

weise， die sich auch in der Kartellverbotspraxis wiederspiegelt. Die 

Geschichte des deutschen Kartellverbots ist die Geschichte der 

Uberwindung der privatrechtlichen durch die wettbewerbsrechtliche 

Betrachtungsweise_ Anhand konkreter Falle versucht der Verfasser 

den Unterschied von Zweck und Charakter zwischen dem Privat-

und Wettbewerbsrecht herauszustel1en. Die Untersuchung verfolgt 

auch das Ziel，】darzustel1en，in welchem Zusammenhang die Wand-

lungen des Kartellverbots mit der Entwicklung der Wettbewerbs-

politik stehen. 

1m ersten Kapitel ermittelt der Verfasser die ursprungliche 

Konzeption des GWB. Aus der Untersuchung ergibt sich， daβdas 

GWB vor allem als das Gesetz zum Schutz der Wettbewerbsfreiheit 

gescha丘enwurde. Dabei waren die Vorstel1ungen und die Ideen 

der sogenannten Freiburger Schule und ins besondere W AL TER 

EUCKENs maβgeblich. Bezeichnend fur diese Schule ist die starke 

Befurwortung der Idee von der menschlichen Freiheit. Sie geht 

von der Uberzeugung aus， daβdie Wettbewerbsfreiheit die Grundlage 

der Wirtschaftsordnung ausmachen solle， weil nur sie imstande sei， 

das leistungsfahigste， und der allgemeinen Wohlstandfδrderung am 

ehesten dienende Wirtschaftssystem zu verwirklichen; sie bilde das 

wirtschaftspolitische Gegenstuck zur politischen Demokratie. Im 

zweiten Kapitelpruft der Verfasser die KarteIlverbotspraxis von 1957 

bis 1967 unter diesem Gesetz und stellt ihre Problematik dar. Er 

kommt zu dem Schluβ， daβdie privatrechtliche Vorstellungen den 
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Sinn und Zweck des Gesetzes beeintrachtigt. 1m dritten Kapitel 

stellt der Verfasser fest， wie sich in d巴rPraxis seit 1968 allmahlich 

die wettbewerbsrechtlichen gegen die privatrechtlichen Vorstellungen 

durchsetzte. Hier wird auch auf das Verhaltnis dieser Rechts-

entwicklung zur sich wandelunden Wettbewerbspolitik eingegangen. 

Zum Schlus behandelt das vierte Kapitel die Probleme des Verbots 

des aufeinander abgestimmten Verhaltens (~ 25 Abs. 1 GWB)， das 

in der zweiten Gesetzesnovelle als Erganzung zu den Lucken des 

Kartellverbots eingefuhrt wurde. 

(Fortsetzung folgt) 
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